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「名張市子ども条例」（以下「条例」という。）は、名張市で育つ子どもの最善の利益を尊重し、子どもの

権利を保障するとともに、市、市民及び事業者が、子どもを社会の構成員として認め、それぞれの役割

を明確にし、社会全体で子どもの成長を支えることを目的とするために、平成１８年３月１６日に条例第１

４号として制定したものです。 

名張市では、この条例に基づき、子どもの健全育成のための様々な施策を実施しており、条例第２０条

に基づき推進状況を報告します。 

１．条例関連事業進捗状況 

（１） 子どもの権利救済委員会 

条例第１６条に基づき、法律や臨床心理などの専門知識をもった委員３人で構成する「名張市子ども

の権利救済委員会」（以下「権利救済委員会」という。）を平成１９年７月に設置し、子どもの権利救済の

申立てに対し、虐待やいじめを受けた子どもの保護だけでなく、いじめを行った子どもに対しても適切な

対応を求めるよう議論を行っています。 

＜申立てによる調査＞ 

平成２５年度末に小学生のいじめについての申立てが１件あり、平成２６年度に入り申立て事項を

審査・受理後、調査を実施しました。延べ４３回、調査・対応を行いました。 

＜条例上の対処＞ 

調査をした 1案件について、条例第１６条第６項に基づく関係機関への助言を行いました。 

＜子ども権利救済委員会＞ 

平成２６年４月１０日、６月２日、６月１８日、７月９日 子どもの権利の救済を求める申立てについて 

平成２７年３月１７日                    事例検討会 

（２） 子ども相談室

権利救済委員会の職務を補助し、子どもの権利の侵害に係る相談または救済の申立てに応じるため、

条例に基づき定めた「名張市子どもの権利救済委員会規則」第１０条に規定された「名張市子ども相談

室」を設置し、子ども相談員が相談・調整活動を行っています。 

   平成２６年６月１日から子ども向け相談電話通話無料サービス「ばりっ子ほっとライン」を導入しました。

かかった電話の本数は４８２本でした。 

＜相談・調整活動＞ 

①相談･調整活動の推移（平成１９年度から） 

相談延べ件数（件） 案件数（件） 

※案件数とは相談のあった実ケース数です。
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②相談受付状況 

相談延べ件数は３６７件、そのうち、子ども本人からの相談は２４８件（６８％）、大人からの相談は 

１１９件（３２％）でした。男女別では、女性からの相談が３３１件（９０％）となっています。 

③相談者・相談対象者の内訳 

相談者の内訳は、高校生等２１６件（５９％）、家族・親族１０３件（２８％）、小学生３１件（８％）、学

校１０件（３％）、関係機関６件（２％）、中学生１件（０．０％）で、高校生等からの相談が多くなってい

ます。 

相談対象者の年齢別内訳を見ると、高校生等２４１件（６６％）、小学生１１３件（３１％）、中学生 

８件（２％）、就学前５件（１％）となり、高校生等が約３分の２を占めています。 

相談者内訳（件） 男女別内訳（件）

相談対象者内訳（件）相談者内訳（件）

子ども 

248 

（68%) 

大人 

119 

（32%) 

就学前 5 

（1%） 

小学生 

113 

（31%） 

中学生 

8 

高校生等 

241 

（66%） 

小学生 31

（8%） 

中学生 1 

（0.0％） 

高校生等 

216 

（59%） 

家族 

親族 

103 

（28%） 

学校 10 

(3%) 

関係機関 6 

（2%）

男性 

36 

（10%) 

女性 

331 

（90%）
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④相談形態 

相談形態としては、電話２４１件（６６％）、来室９７件（２６％）、訪問２９件（８％）（家庭訪問１９件、

学校訪問５件、地域訪問５件）となっています。 

⑤相談内容 

相談内容は、精神疾患など本人の精神的問題が８６件（２３％）、いじめが５７件（１６％）、学習な

どの悩みが５５件（１５％）、家族関係など家庭生活上の悩みが２９件（８％）、育児、しつけなど子育

ての悩みが２４件（７％）、交友関係が１６件（４％）、不登校が１３件（４％）、教師の指導上の問題が６

件（２％）、進学や就職など進路に関するものが５件（１％）、病気など体の悩みが２件（０．５％）、そ

の他の７４件（２０％）には、アルバイトやボランティアなどに関する相談などが含まれています。 

※案件数とは相談のあった実ケース数です。 

相談延べ件数（件） 



  - 4 - 

⑥就学前及び小中高校生別相談内容 

就学前については、子育ての悩みと、保育園の対応についての相談で、すべて大人からの相談

でした。 

小学生については、いじめの相談とその調整活動が多くなりました。子どもからは、いじめや交友

関係、大人からは、子育ての悩みが多く寄せられました。家庭の問題からくる小学生の精神不安定

もありました。 

高校生等については、学校生活や学習などの悩みが多く、また、精神疾患やリストカットなど自分

の精神的問題についての相談が増えました。親子関係や経済的な問題など家庭生活の悩みも多く

寄せられました。その他には、アルバイトやボランティアについての相談と、相談はなくても話し相手

がほしくて電話をかけてくるケースもありました。 

＜関係機関との連携＞ 

・市内にある子どもに関わる相談窓口（適応指導教室・青少年補導センター・教育相談・伊賀少年サ 

ポートセンター・県教委生徒指導担当）との連絡会を通じて、連携を図りました。(月 1 回) 

・名張市校外生活指導連絡協議会に子ども相談員が参加しました。（年６回） 

・「名張少年サポートふれあい隊」に子ども相談員が所属し、直接青少年とふれあう活動に参加しま 

した。（月 1回） 

（３） 子どもの権利の普及（広報・啓発活動） 

条例の趣旨が広く市民に理解されるよう、広報・啓発や研修事業を実施しました。 

＜子どもへの広報・啓発＞ 

① 子ども相談室の紹介カード配布 

1学期に市内全ての小中学生に紹介カードを配布しました。さらに、小学2年生、5年生、中学2

年生には啓発物品（子ども相談室のファイル）を配布しました。 

② 美旗小学校５年生 人権学習  平成２６年６月１７日、７月１日 

      子ども相談員が子どもの権利についてワークショップ形式で授業を実施しました。     

相談延べ件数（件） 
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③ 子育て応援！わくわくフェスタに参加  平成２６年１０月４日～５日 

三重県立ゆめドームうえのにて、みえ次世代育成応援ネットワーク主催の第９回子育て応援！

わくわくフェスタが開催されました。このネットワークは子育てを応援する企業や団体などが参加

して、子どもと子育て家庭へ支援をしています。条例啓発のためのパネル展示・子ども権利クイ

ズ・おもしろ工作を実施し、約４２０名の参加がありました。 

④ 隠（なばり）街道市に参加  平成２６年１０月１１日～１２日  

  会場内５箇所を子どもの権利に係るクイズを解きながら巡る「子どもは名張のたからものスタンプ

ラリー」とおもしろ工作を実施しました。約１８０名の子どもたちが参加しました。 

⑤ 第６６回人権週間記念行事「ふれ愛コンサート」  平成２６年１２月７日 

参加者に条例啓発リーフレットを配布し、会場には条例啓発のパネル展示を行いました。 

⑥ 子ども相談室便り「ほっとライン」発行

    平成２６年１２月  創刊号発行

    平成２７年 ３月  第２号発行

     子ども相談室の紹介と子どもの権利の啓発のため、本年度より発行し市内全小中学校に配布

しました。

＜大人への広報･啓発＞ 

市民等対象の研修会･啓発活動等 

・平成２６年１０月 ４日～ ５日   わくわくフェスタにてパネル展示 

・平成２６年１０月１１日～１２日   隠街道市にてパネル展示 

・平成２７年 ２月１３日        日本ニューマチック工業株式会社 職員研修 

＜報道関係＞ 

・平成２６年１１月 ４日～１７日  ＦＭなばり 子ども条例と子ども権利週間について 

＜視察の受け入れ＞ 

行政機関、自治体議員等による視察 

・平成２６年５月１５日  長崎県諫早市議会 

・平成２６年９月 ８日  奈良県橿原市役所 

＜研修活動＞ 

・子ども施策にとりくむ自治体職員の交流会  平成２６年６月２６日、平成２７年２月１日 

・豊田市主催 相談員のための研修会     平成２７年１月２４日 

（４） 子ども会議（ばりっ子会議）〔名張市「新しい公」委託事業〕 

条例第２２条に基づき、市長が市政について子どもの意見を求めるための子どもの自主的及び自発 

的な取組により運営される子ども会議を開催しています。 

名張市では、この会議を「ばりっ子会議」と命名し、活動を行っています。平成２６年度も「名張市『新し

い公』委託事業」としてMIK 運動推進委員会に事業委託し、実施しました。 

開催日 テーマ 参加者 内容 

６月２８日 自己紹介、ばりっ子会議について １０名 
・ばりっ子会議の説明 

・リアルお店屋さんごっこの内容について 

７月１２日 「ばりっ子横丁」について １５名 
・名称を決める 

・必要なものや何を売りたいかを決める 

８月３０日 「ばりっ子モール」について １６名 
・お店の名前を決める 

・品物、価格を決める 
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２９月１３日 「ばりっ子モール」について １５名 
・ばりっ子モール当日の手順を考える 

・手作り品の準備をする 

１０月１１日 「ばりっ子モール」について １５名 
・看板づくり 

・会場準備で必要な物の確認 

１１月 ８日 「ばりっ子モール」について １９名 
・看板作り 

・参加者の抽選、案内文書の封入 

１１月１５日 スタッフ会議(大人) ２９名 
・会場設営 

・備品の確認 

１１月２３日 ばりっ子ひろば開催 ２１名 ・「ばりっ子モール」 

２２月 １日 反省会 １７名 ・「ばりっ子モール」についての反省 

（５） 「子どもの権利を考える週間」行事（ばりっ子ひろば）〔名張市「新しい公」委託事業〕 

＜ばりっ子ひろば＞  

平成２６年１１月２３日午後１時から、 名張市武道交流館いきいきで、リアルお店屋さんごっこ「ばり

っ子モール」が開催されました。この行事は、毎年、ばりっ子会議に参加している子どもたちが中心にな

って、イベントの内容や目的、方法などを考え、実施しています。 

会場には子どもが考えた手作りの遊びがたくさんあり、１５０名 

の子どもの参加がありました。 

（６） 子ども権利委員会 

条例第２３条に基づき、１０人の委員で構成された「名張市子ども権利委員会」（以下「権利委員会」と

いう。）を平成１９年１１月に設置し、「ばりっ子すくすく計画」関連事業の検証や計画の見直し、「ばりっ子

会議」や「子ども条例啓発講演会」等の開催に携わっています。 

＜子ども権利委員会の開催＞ 

・第１回 平成２６年 ５月１４日     子ども条例関連事業の取組・アンケート調査について 

・第２回 平成２６年 ９月 ３日     ばりっ子すくすく計画の見直しについて 

・第３回 平成２６年１０月 ８日     ばりっ子すくすく計画の見直しについて 

    ・第４回 平成２６年１０月２７日     ばりっ子すくすく計画の見直しについて 

・第５回 平成２７年 １月２８日     パブリックコメントの報告・子ども子育て支援新制度について 

＜ばりっ子すくすく計画（第３次）について＞ 

 子ども権利委員会で、ばりっ子すくすく計画の見直し作業を、平成２５年９月から平成２６年１０月の間、

計７回行いました。その結果、平成２７年３月にばりっ子すくすく計画（第３次）を策定しました。 
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委員会での協議において、現在の第２次基本計画は、３年前に見直しを行い策定されましたが、子ど

もを健全に育むための６つの主体（市、市民、事業者、保護者、関係機関、子ども）がそれぞれの役割の

中で、子どもの大切な４つの権利を保障し、子どもを健全に育成するために取り組むべき事柄をまとめた

ものであり、基本計画が策定されて６年が経過する現時点でも、その取組を着実に引き継いでいくことが

重要であるとして、基本計画の基本となる柱の改定は行わないこととしました。 

ただし、第２次計画策定以降の社会情勢の変化や、それに伴う名張市の施策展開などにより、特に注

視すべき項目として、（１）いじめの未然防止・早期発見・早期対応の推進、（２）食育の推進、（３）「名張

版ネウボラ」の推進の３項目を主に市や学校等が実施する行動計画に反映するように見直しました。 

そして、「子ども・子育て支援新制度」が平成２７年４月から施行されるのに伴い、新制度で定められた

事業計画を当該基本計画に盛り込むために新たに第４章 教育・保育、地域子ども・子育て支援に係る

取組を加えました。 

※名張版ネウボラ：これまで名張市が実施してきた各種健診や新生児訪問、子ども支援センターかがやきや公民館等で開く子

育て広場、保育所等における保育サービス、発達支援等の事業を結び付けるとともに、各地域の「まちの保

健室」等にチャイルドパートナーを配置して妊娠・出産・子育ての切れ目のない相談・支援を行おうというも

のです。 

＜子ども条例啓発講演会の開催＞ 

平成２６年８月３１日、名張市武道交流館いきいきで、子どもの権利が保障され、子どもたちが生き

生きと育ち、子どもも大人もお互いに良い関係で生活できることについて、家庭・学校・地域・企業の

みなさんとともに考えるために、子ども条例啓発講演会を開催しました。 

日本体育大学准教授で、世田谷区子どもの人権擁護委員の 

半田勝久さんに「子どもにやさしいまちづくり～子どもの将来に夢 

と希望をもって」と題して講演をしていただきました。 

子どもとのコミュニケーションの取り方や子どもの自尊感情の低 

下について触れながら、子どもの権利を保障した子ども条例の意 

義についてお話ししていただきました。約１００名の市民の参加が 

ありました。 

＜子ども・子育て支援事業計画専門委員会の開催＞ 

 子ども・子育て支援法に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」を策定するため、子ども権利

委員会の部会として、子育て当事者等を加えた、子ども・子育て支援事業計画専門委員会を設置しま

した。 

・第５回 平成２６年 ７月１４日    事業量の見込みの設定および確保方策について 

・第６回 平成２６年 ９月 ３日    事業量の見込みの設定および確保方策・計画の構成について 

（７） 子ども健全育成推進本部

条例第２１条に基づき、市長の最高意思決定についての助言、その他重要事項の審議の機関として

設置した庁議メンバーによる「子ども健全育成推進本部」の開催を以下のとおり行いました。 

＜子ども健全育成推進本部の開催＞ 

  ・平成２６年 ５月２７日   ばりっ子すくすく計画の見直しのためのアンケート調査の実施について 

  ・平成２６年１１月 ６日   ばりっ子すくすく計画（第３次）の策定について 

  ・平成２７年 １月２６日   ばりっ子すくすく計画（第３次）のパブリックコメント意見募集結果の報告       

                   について 

（８） その他の取組 

条例に基づく市の取組以外に、名張市青少年育成市民会議では、子どもなんでも体験団事業の中で

「ユニバーサルデザインを知ろう」や「ＴＶ番組制作に挑戦」などを開催、各地域づくり組織では、キッズス

クエア事業や青少年が語る「こころの思い発表会」など、子どもとの交流を活発に行っていただいており

ます。 
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（９） これからの取組と課題 

平成２６年度は、昨年度に引き続き、子ども条例の啓発について重点的に取り組みました。 

まず、子どもが自分の権利を知り大切にすることで、いじめなどの問題の未然防止や解決につなげる

ために、本年度から子ども相談室便り「ほっとライン」を作成し、市内全小中学校に配布しました。また、

子ども相談員が小中学校を訪問し、パンフレットを配布するなど条例の意義や内容を伝えるなどの啓発

も継続して行っています。今後は、高校生等へも同様に啓発していく必要があります。 

地域・企業への啓発活動は、直接子どもや市民との触れ合いを通じて反応を確認することができるの

で非常に効果的です。本年度も隠街道市への参加や企業内研修を実施しました。今後も、事業の継続

と各地域及び企業への啓発拡大に努めます。 

次に、権利救済委員会は、昨年度末にいじめに関する申立てを受け、本年度調査を実施しました。そ

の結果、条例上の対処として、関係機関に対して「助言」を行いました。また、権利救済員委員会は、名

張市いじめ防止基本方針のなかでいじめ問題の再調査機関として位置付けられたことから条例を一部

改定しました。 

このように、いじめ問題を解決し、当該子どもの権利を回復することだけにとどまらず、名張市のいじめ

に対する取組に反映することができました。これは、この条例の目的とするところであり、大きな成果とい

えます。 

さらに、子どもからの相談を直接受け付ける子ども相談室の取組として、本年度６月１日から、相談電

話通話無料サービスを導入しました。それに伴い、携帯電話を利用した高校生からの相談が増加し、そ

の結果、相談・対応延べ件数は過去最高になりました。子どもは、日常の不安や悩みを聴いてもらうこと

で、少し気持ちが楽になり、また頑張ろうという気持ちが出てきます。子どもがしんどくなる前に、身近で

気軽に相談できる窓口としての子ども相談室の役割は大きいといえます。そのために、今後はさらなる相

談員の相談技術の向上と、相談体制の充実が重要であると考えます。 

また、「ばりっ子会議」や子ども権利週間行事「ばりっ子ひろば」については、平成２２年度から、名張

市「新しい公」委託事業として市民団体に委託し、実施してきました。本年度は、参加する児童生徒も増

えるなど盛り上がりをみせ、ばりっ子モールの取組を中心に実施しましたが、この取組の中で子ども自身

が意見やアイデアを積極的に出す場面も見られるようになっています。今後は、より一層の子どもの参加

を促せるように取組を進めるよう努めます。 

このように、子どもが安心して成長していける環境づくりのために、市民団体の活力や発想の活用と 

ともに、より密接に連携した事業の実施を通じ、子どもの権利に係る意識の高揚に努めていかな 

ければならないと考えます。 
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～名張市子ども相談室だより～

卒業
そつぎょう

、進級
しんきゅう

おめでとう 
こんにちは、名張市

な ば り し

子ども
こ   

相談室
そうだんしつ

です。 

卒業式
そつぎょうしき

、終 了式
しゅうりょうしき

まであとわずかになりました。皆
みな

さんにとっては、どんな

1年でしたか 

1 年前
まえ

から心
こころ

も体
からだ

も大きく
お お   

成 長
せいちょう

した皆さん
みな   

。家庭
か て い

や学校
がっこう

、地域
ちい き

での生活
せいかつ

の

中
なか

で、たくさんの思い出
おも  で

ができたのではありませんか。その一つ一つが皆さん
みな   

の

宝物
たからもの

になって、次
つぎ

の 1年につながっていくことでしょう。 

新しい
あたら   

学校
がっこう

に進む
すす  

人
ひと

、次
つぎ

の学年
がくねん

に進む
すす  

人
ひと

、それぞれですが、別れ
わか  

の寂しさ
さび   

は

新しい
あたら  

出会い
で あ  

への期待
き たい

をはらんでいます。次
つぎ

の 1 年が皆さん
みな     

にとってすてきな

年になるように、名張市
な ば り し

子ども
こ   

条 例
じょうれい

は応援
おうえん

しています。 

平成27年 

３月 

第２号

大人からの相談はこちらから

 ６３－３１１８

中学校卒業しても

相談はＯＫですよ 

18歳
さい

までの子ども
こ   

専用
せんよう

電話
で ん わ

「名張市
な ば り し

子ども
こ   

条 例
じょうれい

」第 10条
だい   じょう

に「子ども
こ   

は 命
いのち

が守られ
まも     

、大切
たいせつ

にされ、安心
あんしん

し

て生活
せいかつ

することができます。」と定められて
さだ         

います。 

シリーズ 子どもの権利 ②

安心
あん し ん

して生きる
い   

権利
け ん り

健康
けんこ う

に気
き

を配られ
く ば    

、病気
びょ うき

や

けがをしたときには、必要
ひつよ う

な治療
ちり ょ う

が受
う

けられます。 

国
くに

の違い
ち が  

や性別
せい べ つ

、考え方
か んが  か た

の

違い
ち が  

、障害
しょうがい

があるか、など

によって差別
さ べ つ

されません。 

命
いのち

がたいせつ

にされます。 

大人
お と な

から愛情
あいじょう

を受け
う  

、夢
ゆ め

や

希望
き ぼ う

、悩み
な や  

、自分
じ ぶ ん

たちの

考え
か んが  

を理解
り か い

してもらって育
そだ

つことができます。 

困った
こま      

ことやつらいことがあったら、自分
じぶん

で解決
かいけつ

しなければならない、誰
だれ

かに

相談
そうだん

したり、つらい気持ち
き も    

を話し
はな  

たりするのは弱虫
よわむし

だ、なんて思
おも

っていませんか 

そんなことはありません。 
人
ひと

は一人
ひとり

では生きて
い   

いけないものです。お互い
 た が   

助け合
た す  あ

って生
い

きています。 

しんどい時
とき

、つらい時
とき

、それを誰
だれ

かに相談
そうだん

することも自分
じ ぶん

で解決
かいけつ

する方法
ほうほう

の一つ

です。相談
そうだん

するのはカッコ悪い
わる   

と思
おも

わないで、誰
だれ

かに気持ち
き も   

を打ち明
う  あ

けてみません

か 相談
そうだん

することは子ども
こ   

の権利
けんり

です。 

子ども
こ  

相談室
そうだんしつ

は、みなさんからの相談
そうだん

を受
う

けています。 

困った
こま    

ときは

相談
そうだん

できます。 

～名張市子ども相談室だより～

子ども
こ   

は名張
な ば り

のたからもの 
こんにちは、名張市

な ば り し

子ども
こ   

相談室
そうだんしつ

です。 
今年
こ と し

も終わり
お   

に近づきました
ちか         

。皆
みな

さんにとっては、どんな 1年
ねん

でしたか 

こんなことができるようになった、頑張れた
がんば      

、いやいや、もう少し
すこ  

頑張
が ん ば

ればよかったな
どなどいろいろでしょう。 
そんな皆

みな

さんを応援
おうえん

しているのが『名張市
な ば り し

子ども
こ   

条例
じょうれい

』です。ここでは「安心
あんしん

して

生きる
い   

」「育まれる
はぐく      

」「守られる
まも      

」「参加
さ ん か

する」という４つのことが、大切
たいせつ

な子
こ

どもの権利
け ん り

として定
さだ

められています。 

みんなが困った
こま    

とき、悲しい
かな    

とき、つらいとき・・・・そんな時
とき

には、おうちの人
ひと

や先生
せんせい

や友達
ともだち

に話
はなし

を聞
き

いてもらえるとホッとしますよね。 
もし、それができない時

とき

は、一人
ひ と り

で悩まないで
な や       

、子ども
こ   

相談室
そうだんしつ

に電話
で ん わ

してね。 

じっくり話
はなし

を聞
き

くよ。ヒミツは守
まも

るよ。 
つらい気持ち

き も   

を伝え
つ た  

、相談
そうだん

するのも、みんなの大切
たいせつ

な権利
け ん り

です。 

こんなに頑張って
が ん ば    

い
るのに、もっと勉強

べんきょう

しろって・・・ 

学校
がっこう

行って
い   

もみんなに無視
む し

される、行
い

きたくない。 

相談
そうだん

時間
じかん

 月
げつ

～金
きん

  ８：３０～１７：１５

だれかに知
し

ら
れるのはいや
だけど・・・ 

平成26年 

12月 

創刊号

シリーズ 子どもの権利 

参加する権利 

11月 23日(日)午後
ご ご

1時から、名張市
な ば り し

武道
ぶ ど う

交流館
こうりゅうかん

いきいきで、「子どもの権利
け ん り

を考える
か ん が  

週間
しゅうかん

行事
ぎょうじ

」 

ばりっ子ひろばが開催
かいさい

されました。この行
ぎょう

事
じ

は、毎年
まいとし

、ばりっ子会議
か い ぎ

に参加
さ ん か

している子どもたちが

中心
ちゅうしん

になって、イベントの内容
ないよう

や目的
もくてき

、方法
ほうほう

などを考え
かんが 

、おこっなっています。子どもの意見
い け ん

が大切
たいせつ

にされるこの行事
ぎょうじ

は、ばりっ子会議
か い ぎ

のメンバー、参加
さ ん か

したみなさんの「参加
さ ん か

する権利
け ん り

」にあたります。 

ゆるキャラ「ひやわん」と 

テープカットでスタート！ 

ばりっ子メンバーの感想
かんそう

・風船
ふうせん

で動物
どうぶつ

を作る
つく  

のを覚える
おぼ    

のがむずかしかった。 

・やりたい店
みせ

ができてうれしい。 

・仕入れ
し い  

にいって品物
しなもの

を選ぶ
え ら  

のがむずかしかったけれど、楽
たの

しかった。 

・店
みせ

の商品
しょうひん

を作ったり
つく     

、みんなでやったことが楽
たの

しかった。 

・準備
じゅんび

の時
とき

は大変
たいへん

だったけれど、お客
 きゃく

さんがたくさん来て
き  

くれた 

ので楽しかった
たの       

。 

・お客
 きゃく

さんがくればくるほど忙
いそが

しかった。 

今年
こ と し

は、23人
にん

の市内
し な い

の児童
じ ど う

が 

ばりっ子会議
か い ぎ

に参加
さ ん か

しました。 

ばりっ子モールにきていただきありがとうございました。いたらないところも

多少
たしょう

あるかと思います
おも      

が、みなさまが楽しんで
たの     

いただければ幸
さいわ

いです。 

★ばりっ子会議、ばりっ子モール

は、新しい公の委託事業としてMIK

運動に委託しています。 

まえもって配られた
くば     

５００バリ
ば り

をも

って。あと何回
なんかい

ゲーム
げ ー む

できるかな？

参加
さ ん か

した人
ひと

の感想
かんそう

・雑貨屋
ざ っ か や

さんに、かわいいものがい

っぱいあった。友達
ともだち

とおそろいで

買った
か   

。明日
あ す

学校
がっこう

につけていく。 

・ストラックアウトがめっちゃ

楽しかった
たの      

。３つそろわなかった

ので、もう1回
かい

チャレンジする。 

・普段
ふだん

したことのないゲームがあっ

て楽しかった
たの       

。 

買い物
か い も の

やゲームは通貨
つ うか

(バリ)なばりのバリだよ



 ２．ばりっ子すくすく計画(第２次)　具体的施策進捗状況1

A
進んだ

B
ある程度
進んだ

C
あまり進ま
なかった

D
進まな
かった

E
未着手

10 2 3 7 0 0 0

55 3 43 12 0 0 0

5 1 4 1 0 0 0

2 1 0 2 0 0 0

20 13 10 10 0 0 0

12 5 8 4 0 0 0

6 0 3 3 0 0 0

5 2 4 1 0 0 0

5 3 2 3 0 0 0

5 2 2 3 0 0 0

7 1 3 4 0 0 0

5 2 1 4 0 0 0

16 13 10 6 0 0 0

153 48 93 60 0 0 0
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※ 事業の進捗状況については、事業目標の達成率を各担当室の自己評価にて分類しています。
A：進んだ（100％）
B：ある程度進んだ（80％以上100％未満）
C：あまり進まなかった（60％以上80％未満）
D：進まなかった（60％未満）
E：未着手

事業の進捗状況

２．居場所を確保し、体験活動を支
援します。

上記事業の重複分を除く実事業数

基本的視点・行動計画 事業数

他の行動
計画と重
複する事
業

１．生きる

１．子どもの権利、命の大切さを学
ぶ機会を提供します。

７．職員の専門性の向上を図りま
す。

３．守られる

　　(1)　進捗状況総括表（平成２７年３月末現在）

合計

１．いじめ、虐待はしません、許しま
せん。

２．地域とともに子どもを守ります。

４．参加する

１．子どもたちが、積極的に参画で
きる機会と場を広げます。

３．学校教育等を充実させ、生きる
力・豊かな心を育みます。

４．家庭教育を支援し、明るくいきい
き子育てができるようにします。

５．社会のルールを守り、自立する
心を育みます。

６．地域に開かれた学校づくりを進
めます。

１．地域での子育てを応援します。

２.企業や市民団体の子育てを応援
します。

２．子どもの健康を守ります。

２．育まれる



周知・
啓発の
徹底

内容見
直し、
手法の
工夫

担当・
スタッ
フ育
成・人
材確保

関係機
関との
連携強
化

組織強
化・体
制づく
り

事業検
証

事業・
サービ
スの充
実

状況把
握

財源確
保

国県へ
の要望

その他

10 5 4 2 4 0 0 3 0 0 0 1

55 19 7 6 25 4 1 17 5 2 1 5

5 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0

2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

20 1 12 3 4 2 0 5 2 0 0 2

12 5 6 1 3 1 1 2 1 0 0 1

6 2 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0

5 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1

5 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0

5 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0

7 1 0 0 2 0 0 4 1 0 0 0

5 1 3 2 2 1 0 1 1 0 0 1

16 3 9 3 3 1 0 5 1 0 0 2

153 44 44 22 55 14 2 40 14 2 1 13

127

　　(2)　事業推進に係る今後の課題（平成２７年３月末現在）

事業推進に係る今後の課題

１．地域での子育てを応援
します。

３．学校教育等を充実さ
せ、生きる力・豊かな心を
育みます。

４．家庭教育を支援し、明
るくいきいき子育てができ
るようにします。

３．守られる

上記事業の重複分を除く実事業数

基本的視点・行動計画
事業
数

 １．生きる

１．子どもの権利、命の大
切さを学ぶ機会を提供しま
す。

２．子どもの健康を守りま
す。

２．育まれる

１．いじめ、虐待はしませ
ん、許しません。

２．地域とともに子どもを守
ります。

 ４．参加する

２．居場所を確保し、体験
活動を支援します。

７．職員の専門性の向上を
図ります。

合計

５．社会のルールを守り、
自立する心を育みます。

６．地域に開かれた学校づ
くりを進めます。

２.企業や市民団体の子育
てを応援します。

１．子どもたちが、積極的に
参画できる機会と場を広げ
ます。



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

①子どもの権利
侵害に対する相
談、支援と救済
を実施する。

子ども相談
室・子どもの
権利救済委員
会

子ども家
庭室

・総合福祉センター「ふれあい」に子どもの権利
に関する相談室を開設し、18歳以下の子どもから
の相談に直接応じ、関係機関と連携し問題の解
決を図ります。
・子どもの権利侵害を救済するために子どもの権
利救済委員会を設置し、弁護士や学識経験者３
名が対応します。市や関係機関に対して勧告や
是正の要望を出すことができます。

・相談件数：278件
主な内容：学校生活上の悩み48件/進路32件/学習
30件/教師の指導上の問題27件/不登校21件/障害・
発達に関すること22件/精神的問題18件など
・子どもの権利の救済の申立て件数：1件

・相談業務　継続 ・相談件数：367件
主な内容：精神的問題86件/いじめ57件/学習55件/交
友関係16件/不登校13件など
・子どもの権利の救済の申立て件数：0件

B

・子ども条例の周知がまだ十分とはいえないので、今まで
の事業の充実を図りながら、地域・企業等市民への啓発活
動に努める必要があります。
・権利救済委員会が名張市いじめ防止基本方針のなかで
いじめ問題の再調査機関として位置づけられたことから、
組織としての活動の充実が求められます。

人権教育の推
進

学校教育
室

・部落差別をはじめあらゆる差別の現実に深く学
び、全ての学校で人権・同和教育を推進し、人権
意識を高め、差別を許さない子どもを育てます。

・学校人権・同和教育推進委員会：年間７回
・中学校区別研修会の実施：各中学校区年間２回
・各中学校区別「部落問題を考える小学生のつどい」
（6年生対象）
・ヒューマンライツ（中学生対象）、生徒実行委員会5
回
・担当者研修会1回

・学校人権・同和教育推進委員会：年間７回
・中学校区別研修会の実施：各中学校区年間２
回
・各中学校区別「部落問題を考える小学生のつ
どい」（６年生対象）を実施します。

・学校人権・同和教育推進委員会：年間７回
・中学校区別研修会の実施：各中学校区年間２回
・各中学校区別「部落問題を考える小学生のつどい」（6
年生対象）
・ヒューマンライツ（中学生対象）、生徒実行委員会5回
・担当者研修会1回

A

・人権・同和教育を推進するに当たり、人権意識を高め、差
別を許さない子どもを育てるために、各校での部落問題学
習のあり方を見直していく必要があります。

人権教育の推
進

人権・男
女共同参
画推進室
（人権啓
発担当）

・人権週間行事ふれ愛コンサートや人権作文、ポ
スター製作を通じて人権意識を高め、差別を許さ
ない子どもを育てます。

・人権作品展、ふれ愛コンサート第1部での表彰、優
秀作品の啓発物品（ポケットティッシュ）や啓発ポス
ターへの転用、また人権作品集も作成します。
・2013年12月8日人権週間記念行事ふれ愛コンサー
トを開催し（名張市人権センターに業務委託、テー
マ：命の尊さ、美しさ）、約700名が参加しました。

・人権作品展、ふれ愛コンサートでの表彰、優秀
作品の啓発物品（ポケットティッシュ）や啓発ポス
ターへの転用、また人権作品集も作成します。
・2014年12月人権週間記念行事ふれ愛コンサー
トを開催し、参加者約650名を目標にします。

・人権作品展、ふれ愛コンサート第1部での表彰、優秀
作品の啓発物品（ポケットティッシュ）や啓発ポスターへ
の転用、また人権作品集も作成しました。
・2014年12月7日人権週間記念行事ふれ愛コンサート
を開催し（名張市人権センターに業務委託、テーマ：命
の尊さ、美しさ）、約700名が参加しました。

A

・人権作品への取組について、高校生からの応募が低調
です。高校との連携強化を図ります。
・ふれ愛コンサートへの子どもの参加が低調です。

啓発用映像教
材等貸出

人権・男
女共同参
画推進室
（人権啓
発担当）

・人権学習会等で活用するための啓発用映像教
材の貸出しを行っています。幼児・児童を対象に
作られた命や平和の大切さを描いたビデオなど
もあり、主に保育所(園)や幼稚園での親子映画
会や学習会で利用されています。

・2013年度映像教材貸出（2013/4～2013/12）
　 貸出回数39回、貸出作品数21作品（内、保育所
（園）、幼稚園での活用に係る分は31回、15作品）。

・2014年度映像教材貸出（2014/4～2015/3）
　 貸出回数50回、貸出作品数20作品

・2014年度映像教材貸出（2014/4～2015/3）
　 貸出回数23回、貸出作品数15作品（内、保育所
（園）、幼稚園での活用に係る分は 16回、8作品）。 B

・新たな教材の購入は予算的に困難であるため、三重県
や近隣自治体、また名張市人権センターをはじめとした各
地の人権関連機関・団体の視聴覚ライブラリーとの連携強
化による内容の充実を図ります。

人権学習会へ
の講師派遣

人権・男
女共同参
画推進室
（人権啓
発担当）

・人権に関する人材バンクを作り、講師派遣を
行っています。

・人権教育主事（3名）、社会同和教育指導員（2名）、
人権啓発担当職員を、要請に応じて社会教育・学校
教育両分野における各種学習会へ講師、助言者、ゲ
ストティーチャーとして派遣しています（H25年度12月
末現在88回）。

・人権教育主事（3名）、社会同和教育指導員（2
名）、人権啓発担当職員を、要請に応じて社会
教育・学校教育両分野における各種学習会へ
講師、助言者、ゲストティーチャーとして派遣しま
す。

・人権教育主事（3名）、社会同和教育指導員（2名）、人
権啓発担当職員を、要請に応じて社会教育・学校教育
両分野における各種学習会へ講師、助言者、ゲスト
ティーチャーとして派遣しています（H26年度３月末現
在１１２ 回）。

A

・学習効果を高めるため、これらの職員は自己研鑽を重ね
資質向上に努めるとともに、学校など学習会主催者と連携
を密にします。

子どもの権利
学習

学校教育
室

・道徳をはじめ、あらゆる教育活動の中で、子ども
の権利についての認識を深める学習を進めま
す。

・道徳年間指導計画に基づく指導及びあらゆる活動
を通して、子どもの権利についての学習を進めまし
た。

・道徳年間指導計画に基づく指導及びあらゆる
活動を通して、子どもの権利についての学習を
進めます。

・道徳年間指導計画に基づく指導及び掃除、給食、学
級会等あらゆる活動を通して、子どもの権利についての
学習を進めました。

B
・一人一人の子どもが、実生活と結び付けながら、権利に
ついての学習を更に深めていく必要があります。

子どもの権利
学習

人権・男
女共同参
画推進室
（人権啓
発担当）

・広報なばりの人権啓発コーナー「ひまわり」で、
毎年数回「子どもの人権」をテーマに取り上げま
す。

「子どもの人権」そのものを取り上げるだけでなく、
「子どもとのかかわりや会話をきっかけにさまざまな人
権課題について考える」という手法を用いることで、読
者により身近に感じていただける記事づくりに努めま
した。

・「子どもの人権」そのものを取り上げるだけでな
く、「子どもとのかかわりや会話をきっかけにさま
ざまな人権課題について考える」という手法を用
いることで、読者により身近に感じていただける
記事づくりに努めます。

「子どもの人権」そのものを取り上げるだけでなく、「子
どもとのかかわりや会話をきっかけにさまざまな人権課
題について考える」という手法を用いることで、読者によ
り身近に感じていただける記事づくりに努めました。

B

・より多くの市民に「子どもの人権」について主体的に考え
ていただけるよう記事の内容を工夫します。

④義務教育段階
から乳幼児との
触れ合い、世話
をする体験を持
つことで命の大
切さを実感できる
ようにする。

地域子育て支
援センター・保
育所幼稚園で
のふれあい活
動

子ども家
庭室

・次世代の担い手である小中高大学生が乳幼児
と触れ合い、かかわりを持つことで、将来、子ども
を生み育てる意欲が高まるような取組を実施しま
す。

・桔梗が丘中学校3年生の職場体験４人受入れ
・中高生と赤ちゃんのふれあい体験実施12人参加
・三重大学学生『かがやきについて』の見学会受入れ
3人
・名張桔梗丘高校3年『社会制度探求』の授業受講者
受入れ(18人)
・社協ボランティア(小学生)2人受入れ
・小学生による絵本の時間(読み聞かせ)を継続実施

・地域の小・中・高生の積極的な受け入れ継続
・看護大学及び保育士などの養成大学生の実
習受入れ
・桔梗が丘中学校2年生の職場体験受入れ
・中高生と赤ちゃんのふれあい体験実施

・桔梗が丘中学校3年生の職場体験5人受入れ
・中高生と赤ちゃんのふれあい体験実施11人参加
・三重大学学生『かがやきについて』の見学会受入れ5
人
・名張桔梗丘高校3年『社会制度探求』の授業受講者受
入れ(28人)
・小学生による絵本の時間(読み聞かせ)を継続実施

B

・視察やボランティアの依頼があれば積極的に受け入れて
いますが、各学校に年度初めに各施設の事業概要などを
広報し、活動の機会を増やす必要があります。

⑤子どもの権利
の周知、啓発を
進める。

子ども条例の
啓発・子ども
権利週間行
事・市民への
研修会等

子ども家
庭室

・子ども条例のリーフレット配布（小中高）、子ども
相談室のカードを配布します。
・子ども条例に関わる研修会等を開催します。

・H25年8月18日子ども条例啓発講演会を実施しまし
た。参加者：１２０人
・子ども権利週間期間中、子ども相談室の休日・夜間
窓口を開設しました。さらに、期間中、相談電話を無
料にしました。
・H25.11.30～12.1名張地区まちづくり協議会と連携
をとり、隠街道市に参加しました。
・H26年2月3日八幡工業団地へ企業内研修を実施。

・｢ばりっ子すくすく計画」推進講演会を開催し、
市民とともに子ども条例について意見交換を行
います。

・H26.8.31子ども条例啓発講演会を実施しました。参加
者：１００人
・H26.10.4～5子育て応援わくわくフェスタに参加し、パ
ネル展示、子どもの権利クイズ、おもしろ工作を実施し
ました。
・H26.10.11～12名張地区まちづくり協議会と連携をと
り、隠街道市に参加しました。
・H27.2.13八幡工業団地へ企業内研修を実施。

B

・子ども条例についてあらゆる機会を捉えて市民に啓発す
る必要があります。また、啓発のための資料も、子どもを含
む市民とともに作成するなど市民との連携を図ることが必
要です。

⑥子どもが自己
肯定感を持ち、
自分の思いを表
現する力を育て
る。

子ども会議･子
ども権利週間
行事の企画

子ども家
庭室

・子どもの思いを市政に反映するため子ども会議
を開催します。

・新しい公委託事業としてMIK運動推進委員会に委
託。
・子ども会議(ばりっ子会議)開催　6回

・子ども会議（ばりっ子会議）を開催し、子どもの
思いを要望書にまとめ、市長に提出する予定で
す。

・新しい公委託事業としてMIK運動推進委員会に委
託。
・子ども会議(ばりっ子会議)開催　8回 B

・ばりっ子会議の参加者を増やす工夫と、会議を支援する
スタッフの育成が必要です。
・ばりっ子会議の意義や様子を広報し、子どもの参加を増
やす必要があります。

通常保育 保育幼稚
園室

・児童福祉法に基づき、保護者の労働又は疾病
等の事由により、保育に欠けると認められる乳
児、幼児又は児童を保育所（園）に入所させて保
育する事業です。(市内保育所（園）１５園)

受入人数　1,520人
　３歳未満　 576人
　３歳以上　 944人

・受入児童数　  1,500人
　　３歳未満児　   500人
　　３歳以上児  1,000人
（保育所（園）15園）

受入人数　1,480人
　３歳未満　 559人
　３歳以上　 921人 Ｂ

・年々、低年齢児（０～２歳）の育児休暇明け予約希望も含
めた入所希望が高まっており、また一方、全国的にもみら
れる保育士の不足状況もあり、待機児童解消に向けた対
策が喫緊の課題です。

地域子育て支
援拠点事業

保育幼稚
園室

・地域において子育て家庭の保護者と子どもの
交流などを促進する子育て支援拠点を設置し、
地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての
不安等を緩和するとともに、子どもの健やかな育
ちを促進します。

・箇所数　４か所 ・箇所数　４か所
（公立１、私立１、かがやき、つくし）

・箇所数　４か所

A

・子育て支援拠点であるマイ保育ステーション事業を推進
していくには、施設整備が必要です。
・各子育て支援の拠点間のみならず、関係機関との連携の
強化により、育児不安や虐待のおそれがあるなど、支援の
必要な家庭への適切な働きかけが必要です。

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

１

生
き
る
権
利

（１）子ども
の権利、
命の大切
さを学ぶ
機会を提
供します。

②差別を許さな
い子どもを育成
するため、人権
教育を充実す
る。

③子どもの権利
について正しい
認識を深める学
習を進める。

１

生
き
る
権
利

（２）子ども
の健康を
守ります。

①子どもの心身
の健やかな発達
を支援する。

            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -1-



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

子育て短期支
援事業（ショー
トステイ）

子ども家
庭室

　保護者の疾病その他の理由により家庭におい
て児童を養育することが一時的に困難になった
場合、経済的な理由により一時的に母子を保護
することが必要な場合等において、保護を行いま
す。

・契約箇所数　2か所
入所者実績：2件

・契約箇所数　3か所 契約箇所数　３か所
入所者実績：8件

A

・親族などの支援を受けられない方が必要な場合、迅速に
対応できるよう、関係機関との連携を深めます。

病児・病後児
保育

保育幼稚
園室

・保育所等に通所している児童が病気や病気の
回復期であり、集団保育が困難で、家庭でも保
育することができないときに、一時的に児童を預
かる事業です。保護者の子育てと就労の両立を
支援するとともに、専門家（医師・看護師・保育士
等）による病気の児童に適した保育看護を提供し
ます。

・医療法人や名賀医師会との協議を行い平成２６年４
月中に実施することなった。

箇所数　１箇所
利用者数　述べ200人

４月に「みらいのこどもクリニック病児保育室」開園
利用者数　延べ122人

B

・今後の利用状況に応じ検証を行い、利用定員や実施施
設の拡大等の検討を行うことが必要です。

ファミリー・サ
ポート・セン
ター事業

子ども家
庭室

・育児の援助を受けたい人と育児の援助をしたい
人がセンターの会員になって、小学生以下の子
どもを持つ家庭の子育て支援を行う事業です。
・H21年7月より、委託している子育て支援緊急ｻ
ﾎﾟｰﾄ事業(軽い病児及び病後児の預かり、緊急
時の預かり、宿泊を伴う預かり等)をH23年4月より
一緒に実施しています。

《ファミリーサポートセンター事業》
利用件数：336件
依頼会員139人/援助会員49人/両方会員32人/計
220人
《緊急サポート事業》
利用件数：26件
依頼会員130人/援助会員36人/両方会員9人/計
175人
※利用会員は緊急サポートの利用会員でもあり、援
助会員と両方会員は緊急サポートと重複あり

《ファミリーサポートセンター事業》
利用件数：350件
依頼会員120人/援助会員45人/両方会員35人/
計200人

《ファミリーサポートセンター事業》
利用件数：375件
依頼会員168人/援助会員53人/両方会員34人/計255
人
《緊急サポート事業》
利用件数：56件
依頼会員130人/援助会員36人/両方会員9人/計175
人
※利用会員は緊急サポートの利用会員でもあり、援助
会員と両方会員は緊急サポートと重複あり

A

・ファミリー・サポート・センター事業として、以前行っていた
緊急サポート事業の宿泊等も行うことになり、利用方法など
の周知と、より利用しやすいシステムの構築に努める必要
があります。また、この事業は人と人をつなぐというきめ細
やかな配慮が必要な事業であるため、担当者の育成も重
要な課題です。

こども支援セ
ンターかがや
き

子ども家
庭室

・子どもたちが元気に健やかに育ち合える拠点施
設として、親子が出会いを通じて交流し合える
場、子ども同士が育ち合える場、市民の子育て
参加の場を提供するとともに、子育てに関する相
談や情報を提供します。
〇広場事業（親子で遊ぼう・子育て井戸端会議・
ぐりとぐらの集い・シングルマザーの集い・イン
ターナショナルの集いなど）
〇相談事業（電話・面接・子育て相談・健康相
談）
〇講座・講演会事業（子育て講演・救急法など）
〇一時保育の連絡調整（家庭での保育が一時的
に困難となった時などに緊急一時的に保育所で
の保育を受けられるよう連絡調整を行う。）
〇かがやき通信等の発行
〇子育てサークル等の育成支援事業
〇子育て支援ボランティア養成事業

・広場事業:開館日数243日、総来館者数29,985人
親子で遊ぼう1,543人/はじめて広場118人/ぐりとぐら
（多胎児）の集い215人/こんにちは広場86人/サタパ
パ(父親の)広場215人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:138人/健康相談59件/歯科相談
97件
・情報提供
かがやき通信発行2,000部(毎月発行）
健康だより発行250部(毎月発行)保健センターと連携
・パソコン利用者：498件/遊び道具の貸し出し件数：
195件
学びの場の提供(談話室）：205件/土曜日開催のミニ
コンサートなどへの参加総数：1,866人
・子育て講演会（わらべうた）：8か月までの親子11組
支援者他39人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子クッキ
ング）：合計104人
・ミニ講座：5回開催53組
・サークル数9団体/地域の広場16か所
公立幼稚園の広場利用者247人/保育所(園）2,004
人

・広場事業:開館日数242日、総来館者数30,800
人
親子で遊ぼう1,900人/はじめて広場160人/ぐり
とぐら（多胎児）の集い150人/こんにちは広場
140人/サタパパ(父親の)広場200人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:170人/健康相談100件/歯
科相談150件
・情報提供
かがやき通信発行2,700部(毎月発行）
健康だより発行310部(毎月発行)健康支援室と
連携
・パソコン利用者：200件/遊び道具の貸し出し件
数：170件
学びの場の提供(談話室）：220件/土曜日開催
のミニコンサートなどへの参加総数：1,000人
・子育て講演会（わらべうた）：8ヶ月までの親子
10組　支援者50人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子
クッキング）：合計85人
・サークル数9団体/地域の広場16ヶ所
公立幼稚園の広場利用者580人/保育所(園）
15ヶ所2,300人

・広場事業:開館日数243日、総来館者数31,283人
親子で遊ぼう１,083人/はじめて広場137人/ぐりとぐら
（多胎児）の集い75人/こんにちは広場240人/サタパパ
(父親の)広場221人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:118人/健康相談76件/歯科相談90
件
・情報提供
かがやき通信発行１,000部(毎月発行）※各保育所
(園)・幼稚園については原稿のみで各々で印刷配布
健康だより発行300部(毎月発行)健康支援室と連携
・パソコン利用者：498件/遊び道具の貸し出し件数：388
件
学びの場の提供(談話室）：250件/土曜日開催のミニコ
ンサートなどへの参加総数：1,102人
・子育て講演会（わらべうた）：8か月までの親子12組
支援者他35人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子クッキン
グ）：合計10１人
・サークル数10団体/地域の広場16か所
公立幼稚園の広場利用者569人/保育所(園）１,544人

A

・地域の子育て力が低下している中、当センターを拠点と
して各地域との連携の強化が必要です。子どもたちの生活
には、親の存在が切り離せないため、親への具体的な支
援が必要です。
・講座・講演会については毎年好評な内容で実施していま
す。しかし、価値観の多様化に伴い、様々な希望もあり、ミ
ニ講座を開催するなど対応する必要があります。講師料な
どもありできる限りボランティアで講座を引き受けてくれる人
材の発掘が必要です。
・小中高生の来館者のほとんどが、桔梗が丘地域に偏って
います。各地域の様々な取組にも多数の児童の参加が見
られるので、より一層、地域との連携が必要です。また、名
張市内の他の児童館との交流なども検討課題です。
・保護者の価値観が多様化している中で、子育てにとって
基本的に大切なことは何か見極め、講座や講演会を設定
する必要があります。
・地域の広場は主任児童委員やボランティア等と連携をと
りながら積極的に取り組んでいく必要があります。
・サークルについては今年度途中より新しいサークルがで
き会員数も増加しているが、今後も新たなサークルの立ち
上げや充実に努める必要があります。
・地域や保護者のニーズを把握しながら、慣例になってい
る取組だけでなく、高齢者や障がい者との交流など新たな
世代間交流の取組も課題として捉えています。

子育て支援セ
ンター「つくし」

子ども家
庭室

・ひろば型地域子育て支援センターとして、市内
の小児科医院に設置し、保健相談に重点を置い
た相談事業、保育士による育児相談、各種子育
て教室、子育てサークル等への支援を実施しま
す。（市の委託事業）

・看護師による保健相談件数：337件（うち面接170
件）
・保育士による育児相談件数：233件（うち面接197
件）
・育児不安に対する支援として、子育てが初めての方
対象の教室や、発達を促す遊びなどの子育て教室を
96回開催しました。

・事業継続 ・看護師による保健相談件数：393件（うち面接197件）
・保育士による育児相談件数：115件（うち面接82件）
・育児不安に対する支援として、子育てが初めての方対
象の教室や、発達を促す遊びなどの子育て教室を83回
開催しました。

Ｂ

・増加傾向にある児童虐待の原因には育児不安が多く見
られることから、支援が必要な場合には、名張市要保護児
童対策及びＤＶ対策地域協議会を含め、関係機関との連
携強化が必要です。

延長保育 保育幼稚
園室

・保護者の勤務形態や恒常的な残業等に対応す
るため、開所時間を超えて保育を実施します。
（平日　7：15～19：15（7：00～20：00））
（土曜日　7：15～18：00（7：00～19：00））

・実施箇所数11か所 ・事業継続 ・実施箇所数11か所

A
・今後も保護者の通勤環境や就労状況に配慮し、利用者
のニーズに弾力的に対応していくことが必要です。

一時保育 保育幼稚
園室

・保護者の断続的な就労や冠婚葬祭、育児疲れ
等による一時的な保育需要に対応するため、全
保育所で1日1～2人を限度とした一時保育を実
施します。

・一時保育の利用者は延べ1,987人です。
・保護者の疾病・出産・看護等社会的な事由による利
用が多く、次いで、労働・就学などの理由、また保護
者の育児に伴う心理的・肉体的負担解消のための利
用がありました。

・事業継続 ・一時保育の利用者は延べ3,400人です。
・保護者の疾病・出産・看護等社会的な事由による利用
が多く、次いで、労働・就学などの理由、また保護者の
育児に伴う心理的・肉体的負担解消のための利用があ
りました。

A

・子どもの年齢や、専用の保育室、職員配置など保育環境
の検討、整備が必要です。

休日保育 保育幼稚
園室

・全保育所入所児童のうち希望者を対象とした休
日保育を実施します。

名張西保育園で実施
利用登録 36人
延べ利用数　397人

　・受入児童数   35人
　箇所数 １箇所

名張西保育園で実施
利用登録 36人
延べ利用数　443人 A

・利用人数の多少にかかわらず、休日に恒常的な開所の
為の職員体制をとらなければならないため、非効率となっ
ています。公立・私立保育所の役割を検討する必要があり
ます。

障がい児保育 保育幼稚
園室

・心身に障がいを持つ児童を対象とした障がい
児保育を、原則として保護者の希望保育所で実
施します。

公・私立保育所（園）と公立幼稚園で53人の実施 ・事業継続 公・私立保育所（園）と公立幼稚園で62人の実施

A

・途切れの無い支援を図るためには、発達支援センターを
はじめ、関係機関との連携の強化が必要です。
・個々の発達にあった支援を行うためには、担当保育士や
コーディネーターの資質向上のための研修を充実させて
いく必要です。

私立幼稚園就
園奨励補助
（国補）

保育幼稚
園室

・市内に住所を有し、私立幼稚園に就園する幼
児の保護者の負担を所得状況に応じて軽減し、
幼稚園への就園を奨励します。

対象者　662人（市内４園、青山よさみ幼稚園、まつさ
か幼稚園）
交付決定額   66,394,200円

・事業継続 第３子に加え、第２子の所得制限を撤廃し、対象者の
拡大を図りました。
対象者　759人（市内４園、青山よさみ幼稚園、まつさか
幼稚園）交付決定額   94,246,050円

A
・保護者の保育料に関する負担軽減には効果的であるの
で、より多くの未就園児の保護者への周知が必要です。

私立幼稚園就
園奨励補助
（市単）

保育幼稚
園室

・市内に住所を有し、私立幼稚園に就園する幼
児の保護者の負担を所得状況に応じて軽減し、
幼稚園への就園を奨励します。

対象者　166人
交付決定額　1,971,000円

・事業継続 対象者　126人
交付決定額　1,481,000円 A

・国補事業拡大のため平成2７年度より事業廃止。

１

生
き
る
権
利

（２）子ども
の健康を
守ります。

①子どもの心身
の健やかな発達
を支援する。

            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -2-



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

私立幼稚園子
育て支援事業
補助

保育幼稚
園室

・市内に設置されている私立幼稚園が実施する
預かり保育に要する経費を軽減するとともに、未
就園児に対する地域における子育て支援の強化
を図ります。

対象　市内４園
交付決定額　2,000,000円

・事業継続 対象　市内４園
交付決定額　2,000,000円

A

・通常保育以外の時間の預かり保育や、未就園児の子育
て相談や親子交流など、制度の周知に努めていきます。

家庭的保育事
業

保育幼稚
園室

保育士の居宅等において、保育所に入所できな
い乳幼児の保育を実施する家庭的保育者に対し
て委託費の支弁等を行います。

家庭的保育者３人
補助者３人
家庭的保育支援者１人
委託児童数１５人

家庭的保育室　5室
委託児童数　25人

家庭的保育室　3室
委託児童数　15人

B

・家庭的保育事業を行うにあたり、保育以外の事業者とし
ての事務手続きの煩雑さが家庭的保育者の負担となって
おり、事業の継続のためにはサポート体制が必要です。

障害児居宅介
護事業

高齢・障
害支援室

・障がいによって、日常生活を営む上で支障があ
る児童に対し、身体介護、家事援助、移動介護
などホームヘルパーによる日常生活の支援を行
います。

・利用人数：5人 ・利用人数：20人 ・利用人数：6人

B
・発達障がいを含む障がい児の増加が見込まれる中、対
応できる資源が求められています。

障害児短期入
所事業

高齢・障
害支援室

・障がい児を介護している家族が、疾病、家事都
合等により介護できない場合に、一時的に施設
で保護することにより障がい児や家族の福祉の
向上を図ります。

・利用人数：59人 ・利用人数：40人 ・利用人数：49人

A

・発達障がいを含む障がい児の増加が見込まれる中、対
応できる資源が求められています。

障害児通所支
援事業

高齢・障
害支援室

・児童発達支援、放課後デイサービス等に必要と
なる経費を給付し、障害者福祉の向上を図りま
す。

・利用人数：146人　児童発達支援：29人
放課後等デイサービス：60人　保育所等訪問支援：
15人
障害児相談支援：42人

・利用人数：２４０人 ・利用人数：163人　児童発達支援：50人
放課後等デイサービス：66人　保育所等訪問支援：14
人
障害児相談支援：33人 A

・法律や制度改正等に際しての的確かつ迅速な対応とタイ
ムリーな周知啓発が求められます。

日常生活用具
給付事業

高齢・障
害支援室

・重度の障がいのある方や児童に対し、浴槽や
便器等日常生活用具を給付することにより、日常
生活の便宜を図ります。

・利用人数：14人 ・利用人数：25人 ・利用人数：16人

A
・地域で安心して暮らせるサービスの充実が求められてい
ます。

補装具の給
付、修理事業

高齢・障
害支援室

・身体に障がいのある方や児童に対し、車いす
や補聴器等補装具を交付し、又は修理すること
により、その失われた身体機能を補い、日常生活
の向上を図ります。
（※世帯の課税状況等により自己負担有）

・給付件数：21件
・修理件数：13件

・給付件数：25件
・修理件数：15件

・給付件数：14件
・修理件数：11件

A

・地域で安心して暮らせるサービスの充実が求められてい
ます。

タクシー料金、
ガソリン等燃
料費の助成事
業

高齢・障
害支援室

・在宅の重度障がい児（者）に対し、タクシー料金
の一部又は燃料費の一部を助成することにより
福祉の向上を図ります。

・タクシー料金助成：10人（年間12,000円／1人）
・自動車燃料費助成：36人（年間12,000円／1人）
※一人につきタクシー料金か燃料費のどちらか一方
の助成となります。

・タクシー料金助成：15人（年間12,000円／1人）
・自動車燃料費助成：50人（年間12,000円／1
人）
※一人につきタクシー料金か燃料費のどちらか
一方の助成となります。

・タクシー料金助成：4人（年間12,000円／1人）
・自動車燃料費助成：47人（年間12,000円／1人）
※一人につきタクシー料金か燃料費のどちらか一方の
助成となります。 B

・法律や制度改正等に際しての的確かつ迅速な対応とタイ
ムリーな周知啓発が求められます。

障害児福祉手
当（国）

高齢・障
害支援室

・在宅の重度障がい児に対し、その重度の障が
いのために生じる特別の負担の一助として手当
を支給します。
（国の法律に基づく手当）

・認定人数：43人 ・認定人数：50人（内新規5人）
（支払月5、8、11、2月）

・認定人数：45人

B

・法律や制度改正等に際しての的確かつ迅速な対応とタイ
ムリーな周知啓発が求められます。

育成医療 高齢・障
害支援室

・身体に障がいのある18歳未満の児童が、治療
することによってその障がいを取り除いたり軽くす
るために必要な医療に伴う医療費を助成します。

・認定件数：45件 ・認定件数(再認定含む）：50件 ・認定件数：50件

A
・法律や制度改正等に際しての的確かつ迅速な対応とタイ
ムリーな周知啓発が求められます。

予防接種 健康支援
室

定期予防接種について
・ヒブ、小児用肺炎球菌、ジフテリア、百日咳及び
破傷風、不活化ポリオ、麻しん及び風しん(MR)、
日本脳炎、結核（BCG）、子宮頸がん
・予防接種委託医療機関で実施します。
・適切な時期に予防接種を受け、疾病の予防が
できるよう支援します。　　　　　　　26年10月から
水痘が定期予防接種になります。
・幼稚園、保育所（園）及び学校と連携しながら接
種勧奨を行います。
任意予防接種について
・ロタウイルスワクチン、B型肝炎ウイルスワクチン
予防接種費用助成事業を実施し疾病の予防が
できるよう支援します。

【定期予防接種接種率(％)】
BCG84.4％　三種混合(DPT)及び四種混合
(DPTIPV）1回目95.5％　2回目97.8%　3回目95.8％
追加97.6％
二種（DT）混合2期83.8％　MR混合1期96.7％　MR
混合2期90.3％
個別通知により接種適正時期の啓発と接種勧奨を実
施：日本脳炎3歳児、小4・高1高2、DT6年生、MR2期
年長児
ポリオは生ワクチンと不活化ワクチンの混在期で接種
率算出できず。

・事業継続 【定期予防接種接種率(％)】
・BCG104％
・四種混合(DPTIPV）1回目72.9％　2回目62.3%　3回目
64.4％　追加88.7％
・二種（DT）混合2期　　84.5％
・MR混合1期99.4％
・MR混合2期92.9％
・日本脳炎 1期1回98.8%　2回99.1%　追加86.3%　2期
80.4%
・子宮頸がん（積極的勧奨外）
・水痘（26.10より定期化）
・ヒブ1回86.4%　2回90.1%　3回92%　追加113%
・肺炎球菌　1回86.4%　2回90.8%　3回90.1%　追加98.6%
個別通知により接種適正時期の啓発と接種勧奨を実施

B

・年齢が大きくなると、接種率が悪くなる傾向にあるので、
保育所(園)・幼稚園・学校(小・中・高）と連携し、接種勧奨
を継続して実施します。　乳児家庭全戸訪問事業や子育
て相談において予防接種啓発を充実せせるために関係機
関と研修会を実施する必要があります。

不妊治療費助
成事業

健康支援
室

・少子化対策の一環として、不妊症のため子を希
望しながらも恵まれない夫婦への不妊治療の費
用助成（男性不妊・不育症も含む）を通し、支援
をします。

・申請数51件 ・事業継続 ・申請数96件

A

・26年度から通算助成回数と28年度から対象範囲・助成回
数が変更され、また、男性不妊や不育症に対する助成の
拡大のため、必要な方が利用できるよう、事業の啓発を図
る中で、申請時の適切な対応・相談支援を心掛けます。ま
た、不妊に関する相談を希望される方に対して不妊専門
相談センターなどの情報提供を併せて行います。

①子どもの心身
の健やかな発達
を支援する。

１

生
き
る
権
利

（２）子ども
の健康を
守ります。

            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -3-



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

（２）子ども
の健康を
守ります。

妊婦一般健康
診査

健康支援
室

・出産年齢の上昇等によって、健康管理がより重
要となる妊婦が増加傾向にあるとともに、経済的
な理由等により健診を受診しない妊婦も増えてい
ます。妊娠・出産に係る経済的不安を軽減し、安
心、安全な妊娠・出産に向けて、医療機関や地
域、子育て支援機関など多様な主体と共に妊婦
の健康管理と相談・支援に努め、子育て支援に
切れ目なくつなげます。

・公費健診(14回)　7,570人 ・事業継続・医療機関との連絡体制整備 ・公費健診(14回)　7,380人

A

・出産年齢の上昇等によって、健康管理がより重要となる
妊婦が増加傾向にあるとともに、経済的な理由等により健
診を受診しない妊婦も増えています。また、3人目以上妊
娠時の不安が高いことがわかっているため、妊娠・出産に
係る経済的不安などを軽減し、安心、安全な妊娠・出産に
向けて、医療機関との連絡体制・産後ケアの体制整備と共
に妊婦の健康管理と相談・支援の体制の整備に努めま
す。

こんにちは赤
ちゃん訪問事
業

健康支援
室

・生後4か月までの乳児がいる家庭を主任児童委
員等が訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、そ
の居宅において様々な不安を聞き、子育て支援
に関する情報提供等を行うとともに、支援が必要
な家庭に対しては適切なサービス提供に結び付
けます。子育て支援サービスや予防接種につい
ての情報提供や身近な相談者とのつながりとして
重要な機会です。本事業前の全戸電話相談や
連絡会、本訪問から地域づくり組織の子育て支
援への連携や相談・支援につなげることができる
よう体制の整備につとめます。（名張版ネウボラの
推進）

対象数678件/訪問数674件（99.4％）/要支援116件

養育支援訪問は別に計上

・100% 対象数570件/訪問数568件（99.6％）/要支援91件

養育支援訪問(保健師助産師による専門訪問）268件

A

・保護者の育児力の弱さによる支援が必要なケースが増え
ています。妊娠期からの支援体制が必要です。家庭児童
相談や養育支援訪問（家事支援訪問等）、未熟児訪問や
産後ケア事業との連携が必要です。
・委託を行っている主任児童委員と連絡会をもち、資質の
向上を図り、連携体制を深めます。
・主任児童委員やまちの保健室、地域づくり組織における
子育て支援活動や相談・支援との更なる連動が必要で
す。
・産前産後、子育て支援に対するのニーズ把握の重要な
機会として活用することが必要です。

乳幼児健康相
談

健康支援
室

・身体計測、育児相談、発達相談及び健康相談
に加え、産後早期から対応できるよう助産師によ
る母乳哺育等相談、歯科衛生士による歯科相談
も実施し、乳幼児の健康な育ちを支援します。身
近な地域においての相談・支援体制の整備を各
機関と連携し、行います。

・保健センターにて12回、地域づくり組織において開
催される広場においての健康相談を実施していま
す。
保健センター実施乳幼児健康相談参加者数：【広場
等未把握】乳児605人/幼児890人/計1495人

・事業継続
・身近な地域での相談支援体制の整備

・保健センターにて12回、地域づくり組織において開催
される広場においての健康相談やこども支援センター
等において実施しています。
保健センター実施乳幼児健康相談参加者数：【広場等
未把握】乳児595人/幼児709人/計1374人

A

・気軽に相談してもらえるよう広報なばり、市ホームペー
ジ、チラシ等で周知を継続して実施します。
・こんにちは赤ちゃん訪問や地域での健康相談等、子育て
支援関連部署や地域の育児支援事業などとの連続性を
もった育児支援ができるようにまちの保健室やこども支援
センターかがやき、マイ保育ステーションと連携します。特
に産後早期の相談支援を実施しながら、ニーズ把握に努
めます。（名張版ネウボラの推進）
・乳幼児の健康診査や他の子育て支援事業、発達支援と
の連続性の強化が必要です。

母子健康手
帳・母子健康
手帳発行教室

健康支援
室

妊娠届の受理を行い、母子健康手帳を発行しま
す。妊娠出産育児の切れ目ない支援（名張版ネ
ウボラ）の重要な機会となります。
・母子健康手帳を妊娠11週以下で発行し、妊婦
を対象としたサービスを早期から提供できるよう
にします。
・母子健康手帳発行教室において、妊婦の心身
の状況把握を行い、妊娠中からの健康支援を行
います。産後ケアを中心とした体験を行いながら
出産、育児に関する情報提供を行います。また、
心身の健康管理や相談や虐待防止についての
教育を充実します。
・マタニティーマークを配布し、妊婦に優しい環
境づくりを目指します。
・働く妊産婦の妊娠、出産が安全で快適なものに
なるよう母性健康管理指導事項連絡カードの活
用を説明します。

・母子健康手帳発行数　623件
＜年齢別＞
　20歳未満：7人（1.1％)/20～34歳：483人（７7.5％）
　35歳以上：133人（21.3％）
　妊娠11週以下での届出率98.0％　発行後保健師
間ケース検討会を開催し、必要な場合妊娠期からの
支援へつなげます。

・事業継続・教育の充実・相談体制の強化 ・母子健康手帳発行数　622件（双2組品1組）
＜年齢別＞
　20歳未満：13人（2.25％)/20～34歳：461人（74.5％）
　35歳以上：148人（22.9％）
　妊娠11週以下での届出率95.3％　発行後保健師間
ケース検討会を開催し、必要な場合妊娠期からの支援
へつなげます。

A

・母子健康手帳発行教室は、母子支援のスタートとなりま
す。支援が必要と予測される方のみでなく、すべての妊婦
に対しての相談・支援の強化が育児期まで切れ目なく行う
必要があります。（名張版ネウボラ）
・妊婦自身の心身状況、家族関係、妊婦を取り巻く環境
は、育児に大きく関係してくるので、母子健康手帳発行時
に、妊婦の心身・社会環境などの状況を把握し、健康診査
受診など健康管理の大切さを啓発し、健康教育を充実さ
せます。また、産後の養育支援が必要な場合は、特定妊
婦として関係機関（こども支援センターや家庭児童相談室
等）や助産師とともに妊娠中からの早期の対応に努めま
す。

2歳児健康相
談

健康支援
室

・1歳6か月児健康診査において、発達や発育、
子育ての悩み等を継続的に観察支援したほうが
良いと思われる幼児や未受診の幼児の保護者の
うち希望者対し、発育・発達の確認及び相談、子
育て支援へのつなぎを行います。

・対象児数　136人
・来所児数　103人
・受診率　 　75.7%
必要な子どもは心理相談につなげ、子ども発達支援
センターによる継続支援につなげます。

・子ども発達支援センターと共に
事業検討中

・対象児数　283人
・来所児数　153人
・受診率　 　54.1%
必要な子どもは心理相談につなげ、子ども発達支援セ
ンターによる継続支援につなげます。未来所者に対し
ては電話相談や、訪問、園巡回において状況把握と支
援を行っています。

B

・発育発達等の支援が必要と思われる幼児について子ども
発達支援センター等関係機関と連携をとり、引き続き発育
発達の確認をしながら必要時には支援を行うことを継続し
ます。育児負担感や家庭環境などの要件もあり、対象者数
（案内数）が増加していますが、来所がない子どもの把握と
支援に努め、事業の効果を検討する必要があります。
・必要に応じて他の子育て支援事業、家庭児童相談や地
域においての相談・支援との連携の強化が必要です。
・より個別に応じた早期からの発達支援につながるように本
事業の体制や実施方法について子ども発達支援センター
や療育機関との検討が必要です。

１

生
き
る
権
利

①子どもの心身
の健やかな発達
を支援する。

            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -4-



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

（２）子ども
の健康を
守ります。

①子どもの心身
の健やかな発達
を支援する。

就園前教室 子ども発
達支援セ
ンター

・遊びを通して幼児を継続的に観察支援し、育て
にくさを感じている母親に健やかな母子関係が
図れるよう支援します。教室に参加している幼児
の発達の観察及び必要時子育て情報の提供・個
別相談や入園予定の保育所（園）との連携を図
り、切れ目のない発達支援を行います。
(健康支援室より移行）

【こあらっこ教室】
・計24回開催　子ども・母（保護者）154組とともに延べ
434人の参加
【うさぎさん教室】
・計24回開催　参加親子18組　延べ149組

【こあらっこ教室】
・子ども発達支援センターと共に事業検討中
・子ども発達支援センター事業へ
【うさぎさん教室】
・継続

【こあらっこ教室】
・計23回開催　参加親子37組　延べ174組
【うさぎさん教室】
・計16回開催　参加親子9組　延べ82組

A

・教室で観察をした結果、健康支援室とともに教室の事後
も含め、母子が健やかに発達・育児できるような支援を途
切れなく行えるよう継続します。
・切れ目ない発達支援の強化のために、保育園・幼稚園の
個別支援や療育等、本事業以降の支援の方向性を本事
業においてアセスメントを行い、保護者との相談につなげ
るよう継続します。
・他の子育て支援事業、地域においての相談・支援との連
携の強化が必要です。

就学前教室 子ども発
達支援セ
ンター

・保育所（園）・幼稚園に入所（園）している幼児を
対象に課題遊び等を通して発達を支援しなが
ら、集団で安心して楽しい園生活が送れるよう支
援することを目的として実施します。教室終了後
は各園を訪問し、幼児の発達特性を理解した園
生活の工夫につなげます。
(健康支援室より移行）

就学前教室　きりんさん・ぞうさん・ぱんださん教室
・きりんさん教室（年中児　対象児5人）
　開催回数   　10回
　延べ参加数　３９人
・ぞうさん教室（H25継続分）
　（年中児　対象児5人）
　開催回数　　　6回
　延べ参加数　24人
・ぱんださん教室（年中児　対象児6人）
開催回数   　1回
延べ参加数　11人

・継続 就学前教室　きりんさん・ぞうさん・ぱんださん教室
・きりんさん教室（年中児　対象児5人）
　開催回数   　6回
　延べ参加数　29人
・ぞうさん教室（H26年度開催分）
　（年中児　対象児6人）
　開催回数　　　2回
　延べ参加数　11人
・ぱんださん教室（H26年度開催分）（年中児　対象児6
人）　　　　　　　　　　　　　　開催回数   　1回
延べ参加数  6人

A

・対象児が在園する保育所（園）・幼稚園が限られているた
め、所長や園長に教室の見学をしていただくことにより教
室の目的の理解を深め、対象児の教室への参加を促して
いく必要があります。

歯科保健指導 健康支援
室

・1歳6か月児健康診査・3歳6か月児健康診査時
に、歯科衛生士によるブラッシング指導を行いま
す。
・地域づくり組織からの依頼に応じて、歯科健康
教育を行います。
・母子健康手帳発行教室において妊娠期から、
また、離乳食教室において乳児期からの虫歯予
防についての教育を行います。

・1歳6か月児健康診査受診児672人中618人（92 ％）
指導
・3歳6か月児健康診査受診児667人中281人（42.1%）
指導
3歳6か月児健康診査でむし歯のある者　22.7％
歯科保健相談：乳児127件、幼児383件、小学生等14
件

・健診時の歯科保健指導を1歳6か月児健康診
査受診児全員に、3歳6か月児健康診査受診児
の50％以上へ実施

・1歳6か月児健康診査受診児665人中598人（89.9%）指
導
・3歳6か月児健康診査受診児627人中242人（38.6%）指
導
・3歳6か月児健康診査でむし歯のある者19％
歯科保健相談：乳児　　　217件

A

早期からのう蝕予防対策が必要である。妊娠期(胎児期)に
始まり、離乳食期等繰り返し指導の機会を設け、正しい生
活・食習慣、歯みがき習慣の大切さ、また歯や口の健康は
健やかな成長につながることなどを保健指導を通じて保護
者に伝え、歯を大切にすることへの興味や理解を強化して
いきます。

電話・訪問等
相談支援

健康支援
室

・電話・訪問等により、育児支援が必要な時に安
定した親子関係が保てるよう、個別支援を実施し
ます。まちの保健室や子育て支援広場など地域
における相談・支援の充実を図ります。
・妊娠中からまちの保健室を身近な相談場所の
全周知を行い、妊娠中や産後早期からのこども
支援センター等の活用を含めた相談機会の活用
を啓発しています。（名張版ネウボラの推進）
・保健師や助産師からの相談機会のきっかけ作り
や状況把握、ニーズ把握を目的として生後2週間
目（出生届後すぐ）に全戸電話相談を実施してい
ます。

・電話相談：593件
/訪問延べ(健康支援室のみの実績）
妊婦20 件、産婦747件、新生児33件、未熟児40件、
乳児(新生児・未熟児除く）748件うち乳児家庭全戸訪
問事業として663件、幼児48件、小学生3件、中学生
以上2件
/保健指導：延べ3046件。
・内容としては乳児の病気や症状、授乳・離乳食等、
育児や発達についてに対する悩み・相談、また、母
の育児に対するストレスや心身の健康についての相
談があります。母や家族のみでなく、地域やまちの保
健室からの相談もあります。
・必要な者に対し、妊娠中と産後直後に助産師ととも
に訪問をしています。

・相談事業継続 健康支援室助産師、保健師、歯科衛生士、管理栄養
士、事務職において心身の発達発育、予防接種や離
乳食などの育児手技、保護者の健康づくり、養育環境
や夫婦関係の悩み、保育園や療育等について相談を
受けます。
・生後2週間目全戸電話相談（26.6～）
・訪問（乳児家庭全戸訪問、未熟児訪問、養育支援訪
問として実施。各事業にて実績報告）同時に保護者へ
の相談支援も実施。対象は妊婦から乳幼児とその保護
者（祖父母）妊婦19件、産婦705件、新生児28件、未熟
児35件、乳児177件、幼児55件、小学生3件、中学生以
上9件（延べ件数）
・随時電話相談
健康支援室10件/日平均
まちの保健室未把握
・来所相談
健康支援室8件/日平均
まちの保健室　22件/月平均
（鴻之台希央台地域26.7～27.3）

A

・気軽に相談してもらえるよう広報なばり、市ホームペー
ジ、チラシ、子育ての見通しが立てられるように、母子健康
手帳発行時の子育て支援プランの提案などの方法におい
て積極的な周知を継続して実施します。
・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援（名張版ネウボラ）の
ために、母子保健事業・子育て支援事業、地域において
の相談・支援、医療機関などの多機関との連続性、連携の
強化が必要です。
・相談事業の実績の集計や効果についての評価指標につ
いて検討が必要です。

1歳6か月健康
診査

健康支援
室

・問診・計測・内科診察・歯科診察を実施し、疾
病・異常の早期発見を図るとともに、育児状況の
確認と助言、子育て支援情報の提供とつなぎ、さ
らに、保護者自身の健康支援の場とします。
・事前事後フォロー、未受診者フォローとして保
育所（園）や関係機関、地域における子育て支援
と連携を図り、発育発達を支援します。
・未受診者の追跡と相談支援を行います。

・対象児数677人/来所児数672人　（受診率99.3％
月遅れ受診を含む。）
・未受診児への受診勧奨、発育や養育状況の確認な
どのため保健師が各園や自宅を訪問しています。
・子ども発達支援センターとともに発達の継続支援を
行います。

・受診率の向上 ・対象児数678人/来所児数665人　（受診率98.1％）
・未受診児への受診勧奨、発育や養育状況の確認など
のため保健師が各園や自宅を訪問しています。
・子ども発達支援センターとともに発達の継続支援を行
います。 A

・未受診児の状況を把握していくために、各園等関係機関
との連携を図っていく必要があります。
・子ども発達支援センターとともに発達の継続支援を行う必
要があります。
・他の子育て支援事業、地域、医療機関、まちの保健室な
どにおいての相談・支援との連携の強化が必要です。

3歳6か月健康
診査

健康支援
室

・問診・計測・内科・耳鼻科・眼科・歯科診察を実
施し、疾病・異常の早期発見を図るとともに、育
児状況の確認と助言、子育て支援情報の提供と
つなぎ、保護者自身の健康支援の場とします。ま
た、保育所（園）･幼稚園や子ども発達支援セン
ターなど関係機関と連携を図り、発育発達を支援
します。
・未受診者の追跡と相談支援を行います。

・対象児数675人/来所児数667人　（受診率98.8％）
・受診児への受診勧奨、発育や養育状況の確認など
のため保健師が各園や自宅を訪問しています。
・5歳児健康診査や子ども発達支援センターとともに
発達の継続支援を行います。

・受診率の向上 ・対象児数658人/来所児数627人　（受診率95.3％）
・受診児への受診勧奨、発育や養育状況の確認などの
ため保健師が各園や自宅を訪問しています。
・5歳児健康診査や子ども発達支援センターとともに発
達の継続支援を行います。 A

・保育所（園）・幼稚園と連携し、受診勧奨を進めます。ま
た、未受診時の把握を継続して行います。
・発達や養育環境などの支援が必要な子どもを把握した場
合は、健診後も引き続き各園や子ども発達支援センター、
家庭児童相談室などの関係機関との連携を図り、就学など
に向け、支援に途切れのないようにすることが必要です。
・他の子育て支援事業、地域においての相談・支援との連
携の強化が必要です。

事故防止の啓
発

健康支援
室

・乳幼児期の事故の危険性について保護者に認
識してもらうため、健診や相談、教室、案内郵送
等の様々な機会に、パンフレットやポスター、展
示物や体験などを実施し、啓発を行います。
・関係機関からの依頼に応じて、事故予防に関
する健康教育を行います。
・他機関における啓発事業（総合窓口センターに
おける消費者庁からの啓発）との連携を図りま
す。
・まちの保健室などの身近な相談場所や子育て
支援の広場と協力し、啓発を強化します。

・母子健康手帳発行時、こんにちは赤ちゃん訪問
時、健康診査の場でパンフレット・リーフレットを配
布。子育て支援に関係する支援者に向けての事故
予防の情報提供を行っていますが、産後早期の
SIDS・窒息予防に関する知識の普及や、健康診査時
の啓発方法の工夫を検討しています。

・事業継続 ・母子健康手帳発行時、こんにちは赤ちゃん訪問時、
健康診査の場でパンフレット・リーフレットを配布。子育
て支援に関係する支援者に向けての事故予防の情報
提供を行っていますが、産後早期のSIDS・窒息予防に
関する知識の普及をしています。
・まちの保健室や主任児童委員、総合窓口センター、
地域の子育て支援広場と協力し、体験型の啓発方法の
工夫をしています。

A

・継続して事故予防の啓発を行います。
・産後早期のSIDS・窒息予防に関する知識の普及や、1歳6
か月児健康診査時の啓発方法の工夫が必要です。医療
機関(産科）との連携が必要です。
・乳児家庭全戸訪問事業や総合窓口センターにおける事
故予防啓発事業とのさらなる連携が必要です。
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            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -5-



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

4か月・10か月
健康診査

健康支援
室

・4か月･10か月児を対象に、医療機関委託によ
る個別健診を行っています。
・問診･計測･診察を通して子どもの発育・発達の
評価及び、疾病の早期発見を図ります。事後フォ
ローの方法を検討するため、実施医療機関との
健診結果検討会に参加しています。また、親の
心配を解消できるよう、地域における子育て支援
やまちの保健室と連携します。
・未受診者の追跡と相談支援を行います。

・4か月児健康診査：対象児673人/受診児667人(受
診率99.1％）
・10か月児健康診査：対象児667人/受診児651人（受
診率97.6％）

・４か月受診率　98％以上
・10か月受診率　95％以上

・4か月児健康診査：対象児607人/受診児601人(受診
率99.0％）
・10か月児健康診査：対象児619人/受診児608人（受診
率98.2％）

A

・今後も引き続き個人通知により受診勧奨を図りながら未
受診児の状況把握に努めます。また、事後フォローや未受
診者も含め医療機関との連携に努めます。
・他の子育て支援事業、地域においての相談・支援、発達
支援との連携の強化が必要です。

低出生体重児
の届出及び未
熟児訪問指導

健康支援
室

母子保健法第18条に基づき低出生体重児の届
出、第19条未熟児の訪問指導を行います。
低出生体重児の届出は、早期に適切な養育が
行われるよう、低出生体重児の出生を速やかに
把握することを目的とします。
未熟児訪問指導は、低出生体重児の届出等に
基づき、保健師等が訪問し、保護者に対し、育児
や発育発達に関する相談や支援に応じることを
目的としています。
医療機関と連携し、支援が必要な家庭に対して
は適切なサービス提供に結び付けます。

・低出生体重児の届出45件
・未熟児訪問40件、未訪問（入院中1件、里帰り中1
件、死亡1件、26年度に訪問1件、経過良好につき未
訪問1件）

・100% ・低出生体重児の届出43件
・未熟児訪問35件、未訪問8件（入院中1件、里帰り中1
件、他市依頼１件、死亡3件（三つ子）、経過良好につき
訪問の希望なく電話相談において終了１件、訪問拒否
により窓口相談や医療機関への引継ぎで終了1件）

A

・育児や児の成長発達に対しての不安が強いため、退院
後も安心して育児できるよう、早期に訪問し支援を開始で
きる体制が必要です。
・医療機関と連携を図り、退院後すぐからの支援に結び付
けます。
・乳児家庭全戸訪問や乳児健診などに配慮し、切れ目な
い支援を行います。

養育医療の給
付

健康支援
室

名張市に住民票のある満1歳未満の乳児であっ
て、出生時体重2000ｇ以下又は生活力が特に弱
い未熟児のため、一般状態等に異常を示すもの
で、指定医療機関の医師が入院を必要と認めた
場合、その医療（保険診療分）を給付する制度で
す。

・養育医療の申請17件 ・100% ・養育医療の申請14件

A

・医療機関と連携を図りながら、必要な児に養育医療の給
付を行います。
・申請時の相談や退院後、未熟児訪問等を行い早期から
関わることで、退院後も安心して育児できるよう支援しま
す。。

心身障害者医
療費助成

保険年金
室

・重度の障がい者に対し、保健の向上並びに福
祉の保持及び増進を図ることを目的に医療費の
一部を助成します。

・心身障害者医療費助成
36,533件/133,097,081円

・心身障害者医療費助成件数
37,000件/１件当たりの助成額3,860円

・心身障害者医療費助成
40,284件/140,722,762円

A

・障がいによって助成の内容に違いがあるため、同じ条件
になるよう県に要望していきます。

一人親家庭医
療費助成

保険年金
室

・18歳未満(18歳になった年度末まで)の児童を扶
養している一人親家庭の母又は父及びその児童
又は父母のいない18歳未満(18歳になった年度
末まで)の児童を対象に医療費の保険診療による
自己負担相当額を助成します。

・医療費助成件数：13,431件
・助成額：32,888,827円

・医療費助成件数：14,000件
・１件当たりの助成額：2,543円

・医療費助成件数：15,368件
・助成額：35,650,604円

A

・登録者数が年々増加傾向にあるため、医療費助成額の
増加が懸念されます。

子ども医療費
助成

保険年金
室

・小学校卒業までの子どもを対象に医療費の保
険診療による自己負担相当額を助成します。

・医療費助成件数:90,783件
・助成額:164,487,010円

・医療費助成件数:91,000件
・1件当たりの助成額:1,937円

・医療費助成件数:98,920件
・助成額:168,869,173円

A

・中学生の入院についてＨ27年4月から助成を開始します
が、財源確保が厳しくなっているので県補助の対象になる
よう要望していきます。
・現物給付も要望としてありますが、医療費の増加、国の抑
制政策から実現が厳しいものとなっています。

公立保育所民
営化

子ども政
策室

・市立保育所の民営化の実施をします。 ・実施累計数　９か所 ・実施累計数　９か所 ・実施累計数　９か所

A

　残る４保育所（薦原・赤目・錦生・大屋戸）は施設用地の
整理等の課題がある一方、低年齢児の受入れに特化した
施設運営が市の方針により可能であり、名張版ネウボラに
おける子育て支援のための人材を育成・確保する上にお
いても、公立保育所の存続が不可欠となります。
　このため、４保育所は今後も公立保育所として運営してい
くこととし、民営化は当面の間、実施しないこととします。

歩行訓練等事
業

高齢・障
害支援室

・視覚障がい者（児）に対し、歩行訓練及び生活
訓練を行い、障害者福祉の向上を図ります。

・利用人数：1人 ・利用人数：１１人 ・利用人数：１人

B
・法律や制度改正等に際しての的確かつ迅速な対応とタイ
ムリーな周知啓発が求められます。

小児慢性特定
疾患日常生活
用具給付費事
業

高齢・障
害支援室

・小児慢性特定疾患児に対して、必要な日常生
活用具を給付し、障害者福祉の向上を図ります。

・利用人数：0人 ・利用人数：５人 ・利用人数：0人

Ｂ
・法律や制度改正等に際しての的確かつ迅速な対応とタイ
ムリーな周知啓発が求められます。

個別乳幼児特
別支援事業

子ども発
達支援セ
ンター

・保健、福祉、教育、保育などの関係機関が情報
を共有しながら、発達障害児の自立及び社会参
加に資するよう専門機関による支援を総合的に
実施する個別乳幼児特別支援事業を実施し、就
学前の発達障害のある乳幼児の個別支援を行
い就学後の支援に引き継ぎます。

・個別乳幼児特別支援事業対象児童数　56人 ・保護者の同意を得た乳幼児について個別支援
計画を策定し、この計画を基にデータベースを
構築し、年齢とともにこのデータを引き継ぐことに
より、就学へのスムーズな支援を行います。

・個別乳幼児特別支援事業対象児童数　71人

A

・事業を実施するに当たり、就学以降の支援の活用につい
て課題があるため、引き続き教育との連携・調整に努めま
す。

子ども発達支
援推進費

子ども発
達支援セ
ンター

・子ども発達支援センターにおいて、家族相談、
発達支援教室、５歳児健康診査等を実施し、発
達障害の児童に対して早期発見、早期支援を行
います。

・子どもの発達に関する相談件数　648件
・ 小児発達支援外来受診者数 　　590人
・５歳児健診の実施　21園（市内全園）
　対象者 682人
　受診者 669人（8園が1・2月に実施予定）

・子どもの発達に関する相談件数　350件
・５歳児健診の実施　　　市内の満５歳児全員

・子どもの発達に関する相談件数　500件
・ 小児発達支援外来受診者数 　　828人
・５歳児健診の実施　21園（市内全園）
　対象者 710人
　受診者 700人

A

・５歳児健診実施後の気になる子どもへの支援について、
保護者、園医、保育所（園）・幼稚園、市内の法人等との連
携が求められます。
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（２）子ども
の健康を
守ります。

①子どもの心身
の健やかな発達
を支援する。

            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -6-



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

障害児支援体
制整備事業

子ども発
達支援セ
ンター

子ども発達支援センターの初期相談機能の一つ
である発達支援機能を果たすための未就園児教
室、診断後教室、就学前教室、ペアレントトレ－
ニング教室に専門的な支援を行うため、言語聴
覚士、作業療法士等専門職員を有する社会福祉
法人名張育成会に事業委託を行います。

・療育現場の見学  受入件数　２１件
・支援者への専門相談
　実施回数　３回    相談件数　４０件
・ダウン症児と保護者の居場所づくり
　実施回数　９回    参加家族数 ３１

・市内保育所・幼稚園や小中学校、学童保育等
の発達支援者に対し、療育現場の見学や専門
相談を実施し、支援機能の充実を図る。
・ダウン症の乳児やその保護者に安心して交流
できる場を提供し、居場所づくりを行う。

・療育現場の見学  受入件数　２９件
・支援者への専門相談
　実施回数　３回    相談件数　３２件
・ダウン症児と保護者の居場所づくり
　実施回数 １２回    参加家族数 ４１

A

・児童発達支援センターどれみと連携を密接に図りながら
事業を推進していく必要があります。

障害者相談支
援事業(発達
障害分)

子ども発
達支援セ
ンター

言語聴覚士等の専門職を配置している社会福祉
法人育成会に子どもの発達を心配する家族から
の相談に対応する初期相談業務を委託すること
により、初期相談の段階で家族に対して療育の
理解を促し、円滑に専門相談につなぐことができ
る体制を確保します。

・相談等実施件数　 422件 ・児童発達支援センターどれみにの専門職員に
よる療育等専門相談や技術的指導の実施

・相談等実施件数　 408件

A

　児童発達支援センターどれみと連携を密接に図りながら
事業を推進していく必要があります。なお、将来的には、子
ども発達支援センター整備計画にも記載されているよう
に、事業を進めていく中で、子ども発達支援センターにお
ける言語聴覚士、作業療法士等の配置による職員体制の
充実が課題であります。

食育教育（ア
レルギー対
応）

健康支援
室

・生涯にわたる食生活の基礎を培いこころと体の
発達を支援するため、学校、PTA、関係団体と連
携し、食に関する情報提供、啓発、教室の開催
や食育の体制づくりを推進計画を立案し、進めま
す。

ファミリーサポート会員に向けて「子どもの栄養につ
いて」などの研修を行いました。母子健康手帳発行
教室において、妊婦への栄養指導を行っています。
離乳食教室・乳幼児健康相談・地域の子育て広場・
個別相談の機会を通して早期からの教育を実施し、
食育推進に努めます。

・事業継続 食育推進計画を立案しました。
「子どもの栄養について」「食物アレルギーについて」な
どの研修を行いました。母子健康手帳発行教室におい
て、妊婦への栄養指導を行っています。離乳食教室・
乳幼児健康相談・地域の子育て広場・個別相談の機会
を通して早期からの教育を実施し、食育推進に努めま
す。

B

・関係機関とともに食育の体制づくりに努めます。
・各事業や機関と連携した名張市食育推進計画を推進す
る必要があります。

食育教育（ア
レルギー対
応）

保育幼稚
園室

・食育のミニ講座を実施したり、一時保育利用者
のアレルギー児について対応し、食を営む力を
培います。

・引き続き入所児童及び一時保育利用者のアレル
ギー対応が必要な幼児は栄養士との連携を図りまし
た。
・各保育所で自園調理、市統一の給食献立を基本と
して地産地消の推奨を含み、安心・安全な給食の実
施に努められるようにしました。
・各保育所で調理保育、栽培活動、地域の食文化、
行事と関わったり、地域の人々や、田畑等社会資源
との関わりを進めました。
アレルギー対応児童数：延べ７７１人

保育所・幼稚園における食育の推進
・保育指針・幼稚園教育要領に基づく年齢や発
達段階に応じた食育の推進
・食育に関する継続した取組み
・保育所給食・幼稚園での食事を通じた食育の
推進
・家庭や小学校・地域・関係機関と連携した食育
の推進
引き続き公立・私立とも入所・一時保育に関わる
アレルギー児童について、医師の指示書に基づ
き除去食、代替食の対応を行います。

・引き続き入所児童及び一時保育利用者のアレルギー
対応が必要な幼児は栄養士との連携を図りました。
・各保育所で自園調理、市統一の給食献立を基本とし
て地産地消の推奨を含み、安心・安全な給食の実施に
努められるようにしました。
・各保育所で調理保育、栽培活動、地域の食文化、行
事と関わったり、地域の人々や、田畑等社会資源との
関わりを進めました。
アレルギー対応児童数：延べ716人

A

・自然食のブームや食に関する関心が高まる中、情報が錯
綜しています。価値観の多様化に伴い講座の内容にも配
慮が必要です。保護者だけでなく支援者の研修会の開催
も必要です。
・アレルギー児童がこの2・3年で急増しており、またアレル
ゲンとなる食品の種類も複数であったりアトピー性皮膚炎
や喘息などの疾患との関連があったりと状況は複雑化して
います。そのような中、限られた時間、施設・設備でできる
限り本来の献立に近い栄養価の確保を考えた対応が課題
です。

食育教育(アレ
ルギー対応)

学校教育
室

・子どもたちの望ましい食習慣や健康的な生活習
慣が形成されるよう、栄養教諭等を中心とした学
校と家庭、地域の連携による食育の取組を推進
します。

・小学校給食では、医師の診断書に基づき除去食を
基本としたアレルギー対応を行っています。特にアナ
フィラキシー症状を有する児童へは調理員を加配す
るなどして更なる安全確保に努めました。
・全校で約120人の児童に対して除去食を実施しまし
た。

・小学校給食では、医師の診断書に基づき除去
食を基本としたアレルギー対応を行います。
・「ばりっ子給食」「みえ地物一番給食の日」の実
施により、地産地消に取り組みます。

・小学校給食では、医師の診断書に基づき除去食を基
本としたアレルギー対応を行っています。特にアナフィ
ラキシー症状を有する児童へは調理員を加配するなど
して更なる安全確保に努めました。
・全校で１０６人の児童に対して除去食を実施しました。

A

・除去食は個人に合わせた対応が必要なため、大量調理
の中で対応には限界があります。保護者の考え方も多様
化しておりそのことを理解してもらうことが困難な場合があり
ます。その調整も図りながら進めていく必要があります。
・「食に関する指導の全体計画」に基づいた食に関する指
導においては、乳幼児期から小学校、中学校、そして生涯
にわたっての系統性についても視野に入れていく必要が
あります。

食育 教育セン
ター

・食育の新刊図書の閲覧・貸出しを行います。
・食育研究部会(グループ研究部会）において食
教育の実践研究を行ったり、栄養教諭等の研修
において、食に関する研修を行います。

・食育に係る図書の閲覧・貸し出しを行いました。
・食教育部会（グループ研究部会）において食教育
の実践研究を年間8回行いました。
・栄養教諭等研修会を4回実施しました。
・食育担当者会にて、保・幼・小・中の食育の現状と
指導について交流しました。

・食育の新刊図書の閲覧・貸出しを行います。
・食教育部会(グループ研究部会）において食教
育の実践研究を行います。
・栄養教諭等の研修を行います。
・食育担当者会にて、保・幼・小・中の食育の現
状と指導について交流し連携を行います。

・食育に係る図書の閲覧・貸し出しを行いました。
・食教育部会（グループ研究部会）において食教育の
実践研究を年間８回行いました。
・栄養教諭等研修会を５回実施しました。
・食育担当者会にて、保・幼・小・中の食育の現状と指
導について交流しました。
・教育フォーラムの体験コーナーにおいて、食育を推進
するゲーム等を実施しました。

A

・就学前の食育の推進のため、幼児教育等の研修講座の
内容の検討をしていく必要があります。

離乳食教室 健康支援
室

・母親に離乳食の意義や進め方を理解してもら
い、子どもの成長に合わせ、離乳食を楽しく進め
ていけるよう教室を通じて支援します。
・健診など発育発達の確認、子育ての相談、歯
科保健の推進、食育の推進などの目的と共に実
施します。

・月1回開催
前期（5～8か月児対象）6回、参加者103組/後期（9
～18か月児対象）：6回参加者66組・管理栄養士によ
る離乳食の進め方、歯科衛生士による歯科衛生教育
を実施。また、質疑応答では内容によって、管理栄
養士・歯科衛生士・保健師が対応します。

・事業継続 ・月1回開催
前期（5～8か月児対象）6回、参加者91組/後期（9～18
か月児対象）：6回参加者67組・管理栄養士による離乳
食の進め方、歯科衛生士による歯科衛生教育を実施。
また、質疑応答では内容によって、管理栄養士・歯科衛
生士・保健師が対応します。

A

・気軽に相談してもらえるようこんにちは赤ちゃん訪問時、
広報なばり、市ホームページ、転入者、必要とされる方に
周知を継続して実施します。切れ目ない支援として他事業
や身近な相談場所（まちの保健室、こども支援センター）、
食育推進計画との連携を図ります。
・教室参加がなく、必要な方に対しての相談や指導にも随
時柔軟に対応する必要があります。

（２）子ども
の健康を
守ります。

１

生
き
る
権
利

②幼稚園・保育
所、学校での食
育を推進する。

①子どもの心身
の健やかな発達
を支援する。

            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -7-



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

青少年ボラン
ティアの養成

文化生涯
学習室

・子どもたちの活動を支援する目的で活動する、
中学生、高校生、大学生を主な構成員とする青
少年ボランテイア（ジュニアリーダークラブ、シニ
アリーダークラブ）を養成します。

・ジュニアリーダー養成講座として、希望者を募集し、
２０人の応募がありました。
・講座は全２回（うち１回は実習を含む。）の予定で実
施、全員が修了しました。
・Ｋｉｄｓサポータークラブ、青少年育成市民会議の共
催による体験活動事業を２回実施。

・養成講座を実施します。
・団体（Ｋｉｄｓサポータークラブ）の育成に努めま
す。

・ジュニアリーダー養成講座として、希望者を募集し、１
４人の応募がありました。
・講座は全２回（うち１回は実習を含む。）実施、全員が
修了しました。
・Ｋｉｄｓサポータークラブ、青少年育成市民会議の共催
による体験活動事業を２回実施。 A

・ボランティア活動に興味を持つ子ども達に、活動するため
の基礎知識の習得と活動場所を確保する事が必要になり
ます。
・高校卒業後に活動できなくなるメンバーが多いため、別
途ボランティアを確保する仕組みづくりが必要です。

学校施設開放 市民ス
ポーツ室

・地域住民の健康増進とコミュニティづくりのた
め、学校教育に支障のない範囲で学校の体育施
設の開放を行います。

・市内22校で学校体育施設の開放を行っています。
（うち2校は耐震工事のため7か月間は利用不可）
・参加団体数は延べ220団体、利用回数は延べ7,830
回、利用人数は延べ137,173人が利用しました。

・利用人数145,000人 ・市内19校並びに3施設で学校体育施設の開放を行っ
ています。（うち4校は1か月間、2校は6か月間、耐震工
事のため利用不可）
・参加団体数は延べ212団体、利用回数は延べ7,848
回、利用人数は延べ138,664人が利用しました。 B

・耐震工事の対象になる学校が増える中、対象とならない
学校への集中利用についてバランスを図る必要がありま
す。
・利用者の促進について検討する必要です。

児童手当 子ども家
庭室

・中学校修了前の児童を養育している者に支給
されます。（所得制限あり）
＜支給額：月額 ＞
3歳未満の児童　一律15,000円
3歳以上の児童第1子・第2子　10,000円
第3子以降 15,000円
中学生　一律10,000円
所得制限限度額以上　一律5,000円
※子ども手当（特措法）がＨ２４年３月で終了し、
Ｈ24年４月より児童手当に替わりました。

・支給額：
　　1,303,860千円
・支給要件児童の
　　月平均人数：
      9,816人

・手当支給　継続 ・支給額：
　　1,287,950千円
・支給要件児童の
　　月平均人数：
     9,691人

A

・関係室と連携を深め、制度の周知を進める必要がありま
す。

児童扶養手当 子ども家
庭室

・父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じく
していない児童を養育する一人親家庭等の生活
の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図るた
めに18歳までの児童を扶養している父又は母
や、父母に代わってその児童を養育している者
に支給されます。（所得制限あり）
＜支給額：月額＞H25年10月分より法改正により
手当額が変更になりました。
全部支給　41,430円（改正後41,140円）
一部支給　41,420円～9,780円
（改正後41,130円～9,710円）
児童が2人の場合
上記金額に5,000円加算
3人以上はさらに3,000円ずつ加算

・受給者655人 ・手当支給　継続 ・受給者659人

A

必要な方に必要な支援を受けてもらえるよう、的確な対象
者の把握に努めるとともに、制度の周知をより一層行う必要
があります。

特別児童扶養
手当

子ども家
庭室

・身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の
福祉の増進を図るために、児童を監護している
父若しくは母又は母に代わって児童を養育して
いる者に支給されます。（障がいの程度について
は、別に定める。所得制限あり）
＜支給額：月額＞H25年10月分から法改正により
手当額が変更になりました。
1級：児童１人につき50,400円（改正後50,050円）
2級：児童１人につき33,570円（改正後33,330円）

・受給者数：１８５人 ・手当支給　継続 ・受給者数：１９０人

A

・関係室と連携を深め、制度の周知を進める必要がありま
す。

①子どもの健全
育成に関する自
主的な市民活動
を促進する。

家庭教育講座 文化生涯
学習室

・公民館における家庭教育講座を実施します。 ・各公民館へ家庭教育の必要性、大切さについて話
をし、家庭教育に関わる教室が3公民館で3講座開催
されました。

・各公民館に数字だけでなく内容の充実につい
て指導や情報提供を行います。

・各公民館へ家庭教育の必要性、大切さについて話を
し、家庭教育に関わる教室が6公民館で6講座開催され
ました。

B

・今後、更に充実を図ります。
・社会教育委員の意見を受け、学級から講座への移行を
認めているため目標値の見直しが必要です。

②子ども健全育
成への企業の関
わりを促進する。

ワーク･ライフ･
バランス

人権･男
女共同参
画推進室
（男女共
同参画担
当）

・仕事と家庭生活の両立について企業向け啓発
や講演会の開催、資料の提供をします。

・関係室や名同協企業部会運営委員と連携して企業
を訪問し、ワーク・ライフ・バランスに関するパンフレッ
ト配布による啓発を実施しました。また、昨年に引き
続き、「男女がいきいきと働いている企業」に名張市
の企業が１社認証されました。(累計　2社)

企業への訪問…200社
「男女がいきいきと働いている企業」表彰・認証
企業
　…3社(累計)

・関係室や名同協企業部会運営委員と連携して企業を
訪問し、ワーク・ライフ・バランスに関するパンフレット配
布による啓発を実施しました。また、昨年に引き続き、
「男女がいきいきと働いている企業」に名張市の企業が
１社認証されました。(累計　3社)

B

・継続的に市内事業主、人事担当者、労働者へのセミナー
参加の促進、市民への制度の周知に努めます。

（１）地域
での子育
てを応援し
ます。

①地域の子ども
育成活動を支援
する。

２

育
ま
れ
る
権
利

（２）企業
や市民団
体の子育
てを応援し
ます。

２
育
ま
れ
る
権
利

            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -8-



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

（３）学校
教育等を
充実させ、
生きる力・
豊かな心
を育みま
す。

①学校教育を充
実する。

名張市小中学
校音楽会

教育セン
ター

・小学校の部（5年生）と中学校の部（3年生）でそ
れぞれ日頃の音楽の授業の成果を発表し、豊か
な情操を養うとともに、交流を通じて児童生徒の
親睦を図ります。

・日常の音楽の授業の成果を交流し、音楽活動を通
して豊かな情操を養うとともに親睦を図るという目的
が達成できた。
・「練習の成果が現れたすばらしい発表だった」、「特
色の出た工夫された内容だった」など、十分成果が
あった。
・保護者（小学校の部160人、中学校の部３８人の参
加）からも、「感動・感謝の一言」、「名張市は一人ひと
りを大切に幸せに導いている協力体」などの感想が
寄せられた。

・市内１４小学校、５中学校の児童生徒の参加に
より、日常の音楽の授業の成果を交流し、音楽
活動を通して豊かな情操を養うとともに親睦をは
かります。
・保護者の鑑賞の場を設けます。

・日常の音楽の授業の成果を交流し、音楽活動を通し
て豊かな情操を養うとともに親睦を図るという目的が達
成できました。「練習の成果が現れたすばらしい発表
だった」など、十分成果がありました。
・小学校の部は希望する保護者全員が鑑賞できまし
た。保護者からは「子どもの成長とがんばりを感じ感動
した」「子どもたち、先生方に感謝」などの感想が寄せら
れました。（小学校の部２４９人、中学校の部１０人の参
加）

A

・小学校の校数減がありますが、子どもたちの豊かな情操
が養われ、より一層教育効果が高まるよう運営を工夫して
いく必要があります。また、保護者の鑑賞者を増やすことに
よって、教育的効果を更に高めていく必要があります。

名張市立学
校･園美術展
覧会

教育セン
ター

・子どもたちの思いや願いが表現された絵画、工
作、書写などの作品展。市立幼稚園の園児の作
品も展示します。

・市内各小中学校より、図画作品４７９点、工作工芸
品２５１点、書写作品４０７点、市立幼稚園より２点（１
園ごとの共同作品）の出品があり、来場者数は３５０２
人でした

・市内各小中学校より図画作品450点、工作・工
芸作品210点、書写作品400点、市内公立幼稚
園より2点を出品します。

・市内各小中学校・公立幼稚園より図画作品４８９点、工
作・工芸作品２３８点、書写作品３８８点の出品があり、
来場者数は3,709人でした。

A

・日頃の実践における指導法に生かすことができるような研
修の機会を今後も設けるとともに、美術展覧会が、教職員
にとっての実践の検証の場であるという位置付けより、より
効果的な研修の場となるような工夫・改善が必要です。

もみじの集い 教育セン
ター

・特別支援学級の児童生徒が中学校区ごとに集
まる「もみじのつどい」と、市内５中学校の特別支
援学級生徒が集う「中学校特別支援学級交流
会」を行う予定です。障がいのある児童生徒の自
立と社会性の養成を目指すとともに、会場校の児
童生徒との交流を通して、互いに理解し合う場と
します。

・10月に赤目中校区、北中校区、桔梗が丘中校区に
おいて、それぞれ赤目小、桔梗が丘東小、桔梗が丘
中を会場に「もみじのつどい」を実施しました。１１月
には名張中校区、南中校区において、名張中、国津
小を会場に「もみじのつどい」を実施しました。
・１１月には桔梗が丘中学校、2月には赤目中学校を
会場に中学校特別支援学級交流会を２回実施しまし
た。

・「もみじのつどい」を各中学校区別に10月～11
月に実施します。また、市内中学校特別支援学
級交流会を年間３回実施します。

・１０月に赤目中校区、北中校区、桔梗が丘中校区、南
中校区において、それぞれ箕曲小、薦原小、蔵持小、
つつじが丘小を会場に「もみじのつどい」を実施しまし
た。１１月に名張中校区において、比奈知小を会場に
「もみじのつどい」を実施しました。
・７月に平尾山カルチャーパーク・市立図書館、２月に
北中学校を会場に、中学校特別支援学級交流会を２回
実施しました。。

A

・本事業が、「障がいのある児童生徒の自立と社会性の養
成をめざす」「会場校の児童生徒との交流を通してお互い
に理解し合う。」というねらいに沿ったものとなるように、今
後も担当者どうしの充分な話し合いや会場校との充分な打
ち合わせが必要です。

名張市教育支
援委員会

学校教育
室

・5歳児の障がいのある就学前の幼児の状況を慎
重に審議し、適切な就学を図ります。

・障がいのある就学前の幼児の状況を慎重に審議
し、適切な就学を図るために、３月までに４回委員会
を実施しました。

・障がいのある就学前の幼児の状況を慎重に審
議し、適切な就学を図るために、３回（全４回）委
員会を実施します。

・障がいのある就学前の幼児の状況を慎重に審議し、
適切な就学を図るために、３月までに４回委員会を実施
しました。 B

・対象児の増加により、審議に係る時間が増加していま
す。

名張市教育研
究所事業（適
応指導教室）

教育セン
ター

・不登校を考える保護者のつどいです。 ・臨床心理士を交えての「不登校を考える保護者の
つどい」を3回実施し、18名の参加がありました。ま
た、9月には不登校を体験された子どもを持つ保護者
の方を交えての座談会を実施し、同じ悩みを持つ保
護者の横のつながりができました。

・年間３回実施します。 「不登校を考える保護者のつどい」を2回実施し、７名の
参加がありました。不登校を体験された子どもを持つ保
護者の方から体験談やその後の様子を聞き、現在悩ん
でいる保護者もそれぞれ思いを出せる場となり、横のつ
ながりができました。

B

・保護者の横のつながりが継続できるような「つどい」の回
数を増やしていく必要があります。

名張市教育研
究所事業（保
育士・幼稚園
教諭対象講演
会）

教育セン
ター

・研修講座「幼児教育」保育士、幼稚園教諭等を
対象にした具体的な支援方法の講演会です。

・主に市内の保育士、幼稚園教諭を対象にした「幼
児教育」講座を実施し、４６人の参加がありました。
・「体育・保健体育」「図工」等５つの講座へ延べ１７人
の参加がありました。

・「幼児教育」の研修講座を年間２回実施しま
す。
・主に小中学校教職員対象であっても、講座の
内容によっては、保育士、幼稚園教諭も参加で
きるように研修講座を企画します。

・「幼児教育」の研修講座を２回実施し、７４人の参加が
ありました。
・「音楽講習会」「ビギナーズ研修」の２講座へ２人の参
加がありました。 B

・保育所（園）・幼稚園の現状に合った内容にするために、
保育所（園）・幼稚園との更なる連携、情報収集・情報提供
が必要です。

名張市教育研
究所事業（子
育て支援講演
会）

教育セン
ター

・子育て支援に関する講演会、講座を実施しま
す。

・志村浩二さんによる講演会「子どものいろんな発達
特徴について」を実施し、６４人の参加がありました。
・家庭教育講座を４回実施し、延べ９７人の参加があ
りました。

・「子育て支援講演会」を実施します。
・家庭教育講座（連続講座)を４回実施します。

・新山君代さんによる研修会「発達障がいがある子の理
解について～子どもの育ちをサポートするために～」を
実施し、５０人の参加がありました。
・家庭教育連続講座（全５回）を実施し、延べ９８人の参
加がありました。

A

・１回の講演だけではなく、家庭教育に関する講座を継続
し、より多くの方に受講してもらえるように、工夫・改善をす
るなど、今後も子育てに関する支援を行う必要があります。

体力の向上 教育セン
ター

・体力低下などの課題解決に向け、運動の楽しさ
や喜びを味わい、運動に親しむ資質や能力を育
てるため、各校代表者による保健体育代表者
会、グループ研究部会、研修講座で子どもの体
力向上のための取組を進めます。

・保健体育代表者会、保健体育代表者会代表委員
会を6回開催し、市内の全小中学校で子どもの体力
向上につながる統一した取組を進めています。グ
ループ研究部会も8回開催し、研究を進めています。
また、3回の研修講座を開催し、延べ83人の教職員
の参加を得ました。

・保健体育代表者会、グループ研究部会におい
て、子どもの体力向上に向けた方策を研究、発
信するとともに、研修講座を開催し教職員の指
導力向上に努めます。

・保健体育代表者会、保健体育代表者会代表委員会
を５回開催し、市内の全小中学校で子どもの体力向上
につながる統一した取組を進めています。グループ研
究部会も８回開催し、研究を進めています。また、３回
の研修講座を開催し、延べ８５人の教職員の参加を得
ました。

B

保健体育代表者会における子どもの体力向上に向けた取
組、講師を招いての実技研修講座、グループ研究部会に
よる研究等をより一層充実・推進していく必要があります。

子ども支援
ネットワーク構
築事業

学校教育
室

・名張中学校区をモデル地域として、子どもたち
の自尊感情や学習意欲を高め、学びを保障する
取組を行うため、人権教育推進協議会を中心と
した子ども、保護者、地域住民等多様な主体が
一緒に取り組むための「子ども支援ネットワーク委
員会」を設置し、連携体制を構築し、講演会・体
験活動・環境整備・美化作業・親子学習会・子ど
も教室等を実施します。

・子ども支援ネットワークを構築し、子どもたちが地域
の方々と交流することで、学習への興味関心を持ち、
自尊感情や学習意欲の向上へとつながる実践をしま
した。

本事業の実施予定なし
H25年度のみの単年度県事業

パーソナルカ
ルテ推進事業

学校教育
室

特別な支援が必要な子どもに関して、学校と連
携しながら、子どものデータを構築することによ
り、保護者が子どもの様子を関係機関とつなぐこ
とができ、途切れのない支援を一層進める

パーソナルカルテを295部作成し、運用を開始するこ
とができました。
保育所・幼稚園・小中学校、行政窓口に配置してあり
ます。

カルテの不足数の補充を行います。 パーソナルカルテを100部増刷し、小中学校では特別
支援学級籍60名と通常学級籍10名の児童・生徒、保育
所・幼稚園では28名の乳幼児に配布し、運用することが
できました。 B

カルテの有効活用のために、保護者と各機関の連携が重
要です。また、各機関が活用に向けての意識を高めていく
必要があります。

２

育
ま
れ
る
権
利

            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -9-



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

（３）学校
教育等を
充実させ、
生きる力・
豊かな心
を育みま
す。

こども支援セ
ンターかがや
き

子ども家
庭室

・子どもたちが元気に健やかに育ち合える拠点施
設として、親子が出会いを通じて交流し合える
場、子ども同士が育ち合える場、市民の子育て
参加の場を提供するとともに、子育てに関する相
談や情報を提供します。
〇広場事業（親子で遊ぼう・子育て井戸端会議・
ぐりとぐらの集い・シングルマザーの集い・イン
ターナショナルの集いなど）
〇相談事業（電話・面接・子育て相談・健康相
談）
〇講座・講演会事業（子育て講演・救急法など）
〇一時保育の連絡調整（家庭での保育が一時的
に困難となった時などに緊急一時的に保育所で
の保育を受けられるよう連絡調整を行う。）
〇かがやき通信等の発行
〇子育てサークル等の育成支援事業
〇子育て支援ボランティア養成事業

・広場事業:開館日数243日、総来館者数29,985人
親子で遊ぼう1,543人/はじめて広場118人/ぐりとぐら
（多胎児）の集い215人/こんにちは広場86人/サタパ
パ(父親の)広場215人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:138人/健康相談59件/歯科相談
97件
・情報提供
かがやき通信発行2,000部(毎月発行）
健康だより発行250部(毎月発行)保健センターと連携
・パソコン利用者：498件/遊び道具の貸し出し件数：
195件
学びの場の提供(談話室）：205件/土曜日開催のミニ
コンサートなどへの参加総数：1,866人
・子育て講演会（わらべうた）：8か月までの親子11組
支援者他39人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子クッキ
ング）：合計104人
・ミニ講座：5回開催53組
・サークル数9団体/地域の広場16か所
公立幼稚園の広場利用者247人/保育所(園）2,004
人

・広場事業:開館日数242日、総来館者数30,800
人
親子で遊ぼう1,900人/はじめて広場160人/ぐり
とぐら（多胎児）の集い150人/こんにちは広場
140人/サタパパ(父親の)広場200人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:170人/健康相談100件/歯
科相談150件
・情報提供
かがやき通信発行2,700部(毎月発行）
健康だより発行310部(毎月発行)健康支援室と
連携
・パソコン利用者：200件/遊び道具の貸し出し件
数：170件
学びの場の提供(談話室）：220件/土曜日開催
のミニコンサートなどへの参加総数：1,000人
・子育て講演会（わらべうた）：8ヶ月までの親子
10組　支援者50人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子
クッキング）：合計85人
・サークル数9団体/地域の広場16ヶ所
公立幼稚園の広場利用者580人/保育所(園）
15ヶ所2,300人

・広場事業:開館日数243日、総来館者数31,283人
親子で遊ぼう１,083人/はじめて広場137人/ぐりとぐら
（多胎児）の集い75人/こんにちは広場240人/サタパパ
(父親の)広場221人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:118人/健康相談76件/歯科相談90
件
・情報提供
かがやき通信発行１,000部(毎月発行）※各保育所
(園)・幼稚園については原稿のみで各々で印刷配布
健康だより発行300部(毎月発行)健康支援室と連携
・パソコン利用者：498件/遊び道具の貸し出し件数：388
件
学びの場の提供(談話室）：250件/土曜日開催のミニコ
ンサートなどへの参加総数：1,102人
・子育て講演会（わらべうた）：8か月までの親子12組
支援者他35人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子クッキン
グ）：合計10１人
・サークル数10団体/地域の広場16か所
公立幼稚園の広場利用者569人/保育所(園）１,544人

A

・地域の子育て力が低下している中、当センターを拠点と
して各地域との連携の強化が必要です。子どもたちの生活
には、親の存在が切り離せないため、親への具体的な支
援が必要です。
・講座・講演会については毎年好評な内容で実施していま
す。しかし、価値観の多様化に伴い、様々な希望もあり、ミ
ニ講座を開催するなど対応する必要があります。講師料な
どもありできる限りボランティアで講座を引き受けてくれる人
材の発掘が必要です。
・小中高生の来館者のほとんどが、桔梗が丘地域に偏って
います。各地域の様々な取組にも多数の児童の参加が見
られるので、より一層、地域との連携が必要です。また、名
張市内の他の児童館との交流なども検討課題です。
・保護者の価値観が多様化している中で、子育てにとって
基本的に大切なことは何か見極め、講座や講演会を設定
する必要があります。
・地域の広場は主任児童委員やボランティア等と連携をと
りながら積極的に取り組んでいく必要があります。
・サークルについては今年度途中より新しいサークルがで
き会員数も増加しているが、今後も新たなサークルの立ち
上げや充実に努める必要があります。
・地域や保護者のニーズを把握しながら、慣例になってい
る取組だけでなく、高齢者や障がい者との交流など新たな
世代間交流の取組も課題として捉えています。

はぐくみ工房
あららぎ自主
企画事業

農林資源
室

・多面的な機能のある農山村の豊かな環境のな
かで、子ども達の健やかな成長を促すとともに、
遊びや自然体験学習、体験活動の機会を提供し
ます。（親子木工教室・親子草木染教室）

・近隣小学校遠足・見学受入(子ども96人）
・市内施設見学・木工体験(子ども17人）
・陶芸体験（子ども0人）
・木工体験（子ども30人）

・施設体験説明会
4回×20人＝80人
3教室（陶芸・木工・料理）
各1回×10人＝30人
合計　110人

・つつじが丘小学校遠足・見学受入（子ども　103名）
・国津保育所調理実習（子ども　39名）
各1回×10人＝30人合計　142人

B

・地元小学校の廃校が決定するなど、地元小学校（児童）
の利用が減少することが考えられ、子ども向けの事業展開
が難しくなることが考えられます。

市民親子体験
農業さつまい
もづくり

農林資源
室

・就学前親子及び小中学生を対象に、さつまいも
の苗植えから収穫までを体験します。

・10家族の48人参加。(うち子ども29人)
・5月下旬に植え付けし、草取りをした後、9月下旬収
穫し、収穫祭を実施しました。

・25家族80人（うち子ども50人） ・21家族の77人参加。(うち子ども38人)
・5月下旬に植え付けし、8月下旬に草取りをした後、10
月４日に収穫および収穫祭を実施しました。 A

・より効果的に事業目的を達成するべく、事業内容を検討
していきます。
・土に親しむことにより、生きる力を育む取組の充実に努め
ます。

職場体験学習 学校教育
室

・市内5中学校の2年か3年の生徒が、地域の事
業所に3日間出向き、職場体験学習を行います。

・市内５中学校の２年又は３年の生徒が、地域の事業
所に３日間出向き、職場体験学習を行いました。
・職場体験学習実行委員会の開催(年間１回)

・市内5中学校の2年又は3年の生徒が、地域の
事業所に3日間出向き、職場体験学習を行いま
す。

・市内５中学校の２年又は３年の生徒が、地域の事業所
に３日間出向き、職場体験学習を行いました。
・職場体験学習実行委員会の開催(年間１回) A

・不況の折、ご支援いただける事業所の開拓が難しくなる
可能性があります。また、事業所までの交通手段を含めた
安全指導を今後も強化する必要があります。

体育・健康フェ
スタ

市民ス
ポーツ室・
健康支援
室

・体育優良者・いい歯の8020の表彰・記念イベン
ト   ・スポーツ体験コーナー・健康相談・体験コー
ナー　・健康づくりに関する啓発

・開催日：H25年10月6日（日曜日）
場所：名張市武道交流館いきいき及び蔵持小学校
全体テーマ『はじめるのは今でｓｈｏｗ！！からだもこ
ころも健やかに健康づくり』
延べ参加人数：2,191人（式典参加者200人）
・体育フェスタ（参加者：481人）
・健康フェスタ（参加者：890人）
・『運動とリラクセーションがストレスを癒します』講演
会（参加者：150人）
・ｓｈｏｗ＆ワークショップ（参加者：305人）
・ノルディックウォーク（参加者：32人）等

・5,000人 ・開催日：H26年10月26日（日曜日）
場所：名張市総合体育館及び名張中央公園ほか
全体テーマ『強いハートと健康な体で新しい自分に！』
延べ参加人数：4,080人（式典参加者603人）
・体育フェスタ（参加者：567人）
・健康フェスタ（参加者：1,810人）
・『吉田沙保里選手トークショー』記念講演会（参加者：
1,100人） B

・健康づくりに関する体験ができる機会として今後も継続・
充実に努めます。
・スポーツに関心のない方が参加できる取組を考えます。
・様々な世代にわたる来場者数の増加

名張ひなち湖
紅葉マラソン

市民ス
ポーツ室

・ウォーキングの部：5.5㎞・ジョギングの部：2㎞ ・
レースの部：2・3・5・10㎞

・開催日：H25年11月17日
・当日は快晴に恵まれ、ひなち湖周辺の紅葉の中
619人（申込者692人）の多数の参加がありました。特
に10㎞には、前年度比27%の増加で233人の参加が
あり、競技志向のランナーの参加が増えたと思われま
す。
・本年度は、「スポーツイベント活性化事業」として、
名張市体育協会の協力へ委託を行いました。

・520人 ・開催日：H26年11月16日
・当日は快晴に恵まれ、ひなち湖周辺の紅葉の中589
人（申込者662人）の参加がありました。
今年度は参加料が値上げになったため、全体的にみる
と申込者は減ったのですが、ジョギング2㎞について
は、前年度比24%の増加で141人の申込があり、健康志
向のランナーの参加が増えたと思われます。
・本年度も、「スポーツイベント活性化事業」として、名張
市体育協会の協力へ委託を行いました。

A

・案内チラシを保育所等にも配付し親子での参加を募りま
す。

おはなしの国
「おはなばた
け」

図書館 ・おはなし会よりも年齢が上の児童を対象に素ば
なし等を行い、読書への動機付けを図ります。
毎月第3日曜日　14:00～14:30

・おはなし会よりも年齢が上の児童を対象に素ばなし
等を行いました。
実施回数：11回
参加人数：110人

・おはなし会よりも年齢が上の児童を対象に素ば
なし等を行います。
実施回数：月1回
参加人数：120人

・おはなし会よりも年齢が上の児童を対象に素ばなし等
を行いました。
実施回数：10回
参加人数：79人 B

・読み聞かせ等を行う人材の確保が必要です。

絵ばなし
（新なばりの昔
話）

図書館 ・『なばりの昔話』を題材にしたおはなし会を実施
し、伝統文化にふれます。
毎月第1日曜日　14:00～14:30

・『なばりの昔話』を題材にしたおはなし会を実施しま
した。
実施回数：11回
参加人数：60人

・『なばりの昔話』を題材にしたおはなし会を実施
します。
実施回数：月1回
参加人数：75人

・『なばりの昔話』を題材にしたおはなし会を実施しまし
た。
実施回数：11回
参加人数：65人

B

・読み聞かせ等を行う人材の確保が必要です。

②いろいろな体
験の場を提供す
る。

２

育
ま
れ
る
権
利

            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -10-



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

おはなし会 図書館 ・絵本・紙芝居の読み聞かせを行い、読書への動
機付けを図ります。
毎週土曜日14：00～14：30

・絵本・紙芝居の読み聞かせを行いました。
実施回数：49回
参加人数：598人

・絵本・紙芝居の読み聞かせを行います。実施
回数：週1回、参加人数：520人

・絵本・紙芝居の読み聞かせを行いました。
実施回数：49回
参加人数：605人 B

・読み聞かせ等を行う人材の確保が必要です。

赤ちゃんのた
めのおはなし
会

図書館 ・0～2歳児を対象に、絵本の読み聞かせ、わらべ
うた、手遊び等を通して図書館に親しみ、ふれあ
いを深めます。
毎月第1木曜日　11:00～11:15

・0～2歳児を対象に、絵本の読み聞かせ、わらべう
た、手遊び等を実施しました。
実施回数：11回
参加人数：113人

・0～2歳児を対象に、絵本の読み聞かせ、わら
べうた、手遊び等を実施します。
実施回数：月1回
参加人数：130人

・0～2歳児を対象に、絵本の読み聞かせ、わらべうた、
手遊び等を実施しました。
実施回数：11回
参加人数：205人 A

・読み聞かせ等を行う人材の確保が必要です。

こども支援セ
ンターかがや
き

子ども家
庭室

・子どもたちが元気に健やかに育ち合える拠点施
設として、親子が出会いを通じて交流し合える
場、子ども同士が育ち合える場、市民の子育て
参加の場を提供するとともに、子育てに関する相
談や情報を提供します。
〇広場事業（親子で遊ぼう・子育て井戸端会議・
ぐりとぐらの集い・シングルマザーの集い・イン
ターナショナルの集いなど）
〇相談事業（電話・面接・子育て相談・健康相
談）
〇講座・講演会事業（子育て講演・救急法など）
〇一時保育の連絡調整（家庭での保育が一時的
に困難となった時などに緊急一時的に保育所で
の保育を受けられるよう連絡調整を行う。）
〇かがやき通信等の発行
〇子育てサークル等の育成支援事業
〇子育て支援ボランティア養成事業

・広場事業:開館日数243日、総来館者数29,985人
親子で遊ぼう1,543人/はじめて広場118人/ぐりとぐら
（多胎児）の集い215人/こんにちは広場86人/サタパ
パ(父親の)広場215人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:138人/健康相談59件/歯科相談
97件
・情報提供
かがやき通信発行2,000部(毎月発行）
健康だより発行250部(毎月発行)保健センターと連携
・パソコン利用者：498件/遊び道具の貸し出し件数：
195件
学びの場の提供(談話室）：205件/土曜日開催のミニ
コンサートなどへの参加総数：1,866人
・子育て講演会（わらべうた）：8か月までの親子11組
支援者他39人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子クッキ
ング）：合計104人
・ミニ講座：5回開催53組
・サークル数9団体/地域の広場16か所
公立幼稚園の広場利用者247人/保育所(園）2,004
人

・広場事業:開館日数242日、総来館者数30,800
人
親子で遊ぼう1,900人/はじめて広場160人/ぐり
とぐら（多胎児）の集い150人/こんにちは広場
140人/サタパパ(父親の)広場200人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:170人/健康相談100件/歯
科相談150件
・情報提供
かがやき通信発行2,700部(毎月発行）
健康だより発行310部(毎月発行)健康支援室と
連携
・パソコン利用者：200件/遊び道具の貸し出し件
数：170件
学びの場の提供(談話室）：220件/土曜日開催
のミニコンサートなどへの参加総数：1,000人
・子育て講演会（わらべうた）：8ヶ月までの親子
10組　支援者50人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子
クッキング）：合計85人
・サークル数9団体/地域の広場16ヶ所
公立幼稚園の広場利用者580人/保育所(園）
15ヶ所2,300人

・広場事業:開館日数243日、総来館者数31,283人
親子で遊ぼう１,083人/はじめて広場137人/ぐりとぐら
（多胎児）の集い75人/こんにちは広場240人/サタパパ
(父親の)広場221人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:118人/健康相談76件/歯科相談90
件
・情報提供
かがやき通信発行１,000部(毎月発行）※各保育所
(園)・幼稚園については原稿のみで各々で印刷配布
健康だより発行300部(毎月発行)健康支援室と連携
・パソコン利用者：498件/遊び道具の貸し出し件数：388
件
学びの場の提供(談話室）：250件/土曜日開催のミニコ
ンサートなどへの参加総数：1,102人
・子育て講演会（わらべうた）：8か月までの親子12組
支援者他35人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子クッキン
グ）：合計10１人
・サークル数10団体/地域の広場16か所
公立幼稚園の広場利用者569人/保育所(園）１,544人

A

・地域の子育て力が低下している中、当センターを拠点と
して各地域との連携の強化が必要です。子どもたちの生活
には、親の存在が切り離せないため、親への具体的な支
援が必要です。
・講座・講演会については毎年好評な内容で実施していま
す。しかし、価値観の多様化に伴い、様々な希望もあり、ミ
ニ講座を開催するなど対応する必要があります。講師料な
どもありできる限りボランティアで講座を引き受けてくれる人
材の発掘が必要です。
・小中高生の来館者のほとんどが、桔梗が丘地域に偏って
います。各地域の様々な取組にも多数の児童の参加が見
られるので、より一層、地域との連携が必要です。また、名
張市内の他の児童館との交流なども検討課題です。
・保護者の価値観が多様化している中で、子育てにとって
基本的に大切なことは何か見極め、講座や講演会を設定
する必要があります。
・地域の広場は主任児童委員やボランティア等と連携をと
りながら積極的に取り組んでいく必要があります。
・サークルについては今年度途中より新しいサークルがで
き会員数も増加しているが、今後も新たなサークルの立ち
上げや充実に努める必要があります。
・地域や保護者のニーズを把握しながら、慣例になってい
る取組だけでなく、高齢者や障がい者との交流など新たな
世代間交流の取組も課題として捉えています。

家庭教育講座 文化生涯
学習室

・公民館における家庭教育講座を実施します。 ・各公民館へ家庭教育の必要性、大切さについて話
をし、家庭教育に関わる教室が3公民館で3講座開催
されました。

・各公民館に数字だけでなく内容の充実につい
て指導や情報提供を行います。

・各公民館へ家庭教育の必要性、大切さについて話を
し、家庭教育に関わる教室が6公民館で6講座開催され
ました。

Ｂ

・今後、更に充実を図ります。
・社会教育委員の意見を受け、学級から講座への移行を
認めているため目標値の見直しが必要です。

名張市教育研
究所事業（子
育て支援講演
会）

教育セン
ター

・子育て支援に関する講演会、講座を実施しま
す。

・志村浩二さんによる講演会「子どものいろんな発達
特徴について」を実施し、６４人の参加がありました。
・家庭教育講座を４回実施し、延べ９７人の参加があ
りました。

・「子育て支援講演会」を実施します。
・家庭教育講座（連続講座)を４回実施します。

・新山君代さんによる研修会「発達障がいがある子の理
解について～子どもの育ちをサポートするために～」を
実施し、５０人の参加がありました。
・家庭教育連続講座（全５回）を実施し、延べ９８人の参
加がありました。 A

・１回の講演だけではなく、家庭教育に関する講座を継続
し、より多くの方に受講してもらえるように、工夫・改善をす
るなど、今後も子育てに関する支援を行う必要があります。

こども支援セ
ンターかがや
き

子ども家
庭室

・子どもたちが元気に健やかに育ち合える拠点施
設として、親子が出会いを通じて交流し合える
場、子ども同士が育ち合える場、市民の子育て
参加の場を提供するとともに、子育てに関する相
談や情報を提供します。
〇広場事業（親子で遊ぼう・子育て井戸端会議・
ぐりとぐらの集い・シングルマザーの集い・イン
ターナショナルの集いなど）
〇相談事業（電話・面接・子育て相談・健康相
談）
〇講座・講演会事業（子育て講演・救急法など）
〇一時保育の連絡調整（家庭での保育が一時的
に困難となった時などに緊急一時的に保育所で
の保育を受けられるよう連絡調整を行う。）
〇かがやき通信等の発行
〇子育てサークル等の育成支援事業
〇子育て支援ボランティア養成事業

・広場事業:開館日数243日、総来館者数29,985人
親子で遊ぼう1,543人/はじめて広場118人/ぐりとぐら
（多胎児）の集い215人/こんにちは広場86人/サタパ
パ(父親の)広場215人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:138人/健康相談59件/歯科相談
97件
・情報提供
かがやき通信発行2,000部(毎月発行）
健康だより発行250部(毎月発行)保健センターと連携
・パソコン利用者：498件/遊び道具の貸し出し件数：
195件
学びの場の提供(談話室）：205件/土曜日開催のミニ
コンサートなどへの参加総数：1,866人
・子育て講演会（わらべうた）：8か月までの親子11組
支援者他39人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子クッキ
ング）：合計104人
・ミニ講座：5回開催53組
・サークル数9団体/地域の広場16か所
公立幼稚園の広場利用者247人/保育所(園）2,004
人

・広場事業:開館日数242日、総来館者数30,800
人
親子で遊ぼう1,900人/はじめて広場160人/ぐり
とぐら（多胎児）の集い150人/こんにちは広場
140人/サタパパ(父親の)広場200人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:170人/健康相談100件/歯
科相談150件
・情報提供
かがやき通信発行2,700部(毎月発行）
健康だより発行310部(毎月発行)健康支援室と
連携
・パソコン利用者：200件/遊び道具の貸し出し件
数：170件
学びの場の提供(談話室）：220件/土曜日開催
のミニコンサートなどへの参加総数：1,000人
・子育て講演会（わらべうた）：8ヶ月までの親子
10組　支援者50人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子
クッキング）：合計85人
・サークル数9団体/地域の広場16ヶ所
公立幼稚園の広場利用者580人/保育所(園）
15ヶ所2,300人

・広場事業:開館日数243日、総来館者数31,283人
親子で遊ぼう１,083人/はじめて広場137人/ぐりとぐら
（多胎児）の集い75人/こんにちは広場240人/サタパパ
(父親の)広場221人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:118人/健康相談76件/歯科相談90
件
・情報提供
かがやき通信発行１,000部(毎月発行）※各保育所
(園)・幼稚園については原稿のみで各々で印刷配布
健康だより発行300部(毎月発行)健康支援室と連携
・パソコン利用者：498件/遊び道具の貸し出し件数：388
件
学びの場の提供(談話室）：250件/土曜日開催のミニコ
ンサートなどへの参加総数：1,102人
・子育て講演会（わらべうた）：8か月までの親子12組
支援者他35人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子クッキン
グ）：合計10１人
・サークル数10団体/地域の広場16か所
公立幼稚園の広場利用者569人/保育所(園）１,544人

A

・地域の子育て力が低下している中、当センターを拠点と
して各地域との連携の強化が必要です。子どもたちの生活
には、親の存在が切り離せないため、親への具体的な支
援が必要です。
・講座・講演会については毎年好評な内容で実施していま
す。しかし、価値観の多様化に伴い、様々な希望もあり、ミ
ニ講座を開催するなど対応する必要があります。講師料な
どもありできる限りボランティアで講座を引き受けてくれる人
材の発掘が必要です。
・小中高生の来館者のほとんどが、桔梗が丘地域に偏って
います。各地域の様々な取組にも多数の児童の参加が見
られるので、より一層、地域との連携が必要です。また、名
張市内の他の児童館との交流なども検討課題です。
・保護者の価値観が多様化している中で、子育てにとって
基本的に大切なことは何か見極め、講座や講演会を設定
する必要があります。
・地域の広場は主任児童委員やボランティア等と連携をと
りながら積極的に取り組んでいく必要があります。
・サークルについては今年度途中より新しいサークルがで
き会員数も増加しているが、今後も新たなサークルの立ち
上げや充実に努める必要があります。
・地域や保護者のニーズを把握しながら、慣例になってい
る取組だけでなく、高齢者や障がい者との交流など新たな
世代間交流の取組も課題として捉えています。

①家庭教育を支
援する。

③就学前の保
育・教育を充実
する。

（３）学校
教育等を
充実させ、
生きる力・
豊かな心
を育みま
す。

２
育
ま
れ
る
権
利

（４）家庭
教育を支
援し、明る
くいきいき
子育てが
できるよう
にします。

２
育
ま
れ
る
権
利

            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -11-



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

子育て支援セ
ンター「つくし」

子ども家
庭室

・ひろば型地域子育て支援センターとして、市内
の小児科医院に設置し、保健相談に重点を置い
た相談事業、保育士による育児相談、各種子育
て教室、子育てサークル等への支援を実施しま
す。（市の委託事業）

・看護師による保健相談件数：337件（うち面接170
件）
・保育士による育児相談件数：233件（うち面接197
件）
・育児不安に対する支援として、子育てが初めての方
対象の教室や、発達を促す遊びなどの子育て教室を
96回開催しました。

・事業継続 ・看護師による保健相談件数：393件（うち面接197件）
・保育士による育児相談件数：115件（うち面接82件）
・育児不安に対する支援として、子育てが初めての方対
象の教室や、発達を促す遊びなどの子育て教室を83回
開催しました。 Ｂ

・増加傾向にある児童虐待の原因には育児不安が多く見
られることから、支援が必要な場合には、名張市要保護児
童対策及びＤＶ対策地域協議会を含め、関係機関との連
携強化が必要です。

ブックスタート
事業

子ども家
庭室

・生後5～6か月の乳児を持つ家庭を対象に、絵
本の読み聞かせを通して親子のコミュニケーショ
ンを図るきっかけを提供するとともに、乳児の情
操を豊かに育みます。
実施施設：図書館、かがやき、保健センター

651人に案内はがきを送付し、そのうち445人が受取
に来られた。受取率は68.4％となりました。

・対象者数のうち事業への参加率を85％とする。 621人に案内はがきを送付し、3施設で受け取れるよう
工夫しました。また、受取に来られない方へは再度案内
するなど、周知に努めました。その結果、445人が受取
に来られ、受取率は71.7％となりました。 B

・事業への参加を更に促し、子育て支援へとつなげていく
必要があります。また、参加しやすいよう地域性を踏まえ開
催場所を検討していく必要があります。

たんぽぽルー
ム

保育幼稚
園室

・名張幼稚園において、未就園3歳児を対象に園
庭を月2回程度開放し実施します。
・幼稚園に在園する異年齢の子どもたちとの交流
・家族以外の人に慣れ親しむ
・幼稚園に慣れ親しむ
・保護者同士の交流
・子育て相談

・延べ１３２組の親子が参加しました。
・幼稚園の保育について保護者に知ってもらい、子ど
もたちも興味を持って遊べる環境について配慮しまし
た。

・事業継続 ・延べ322人の親子が参加しました。
・幼稚園の保育について保護者に知ってもらい、子ども
たちも興味を持って遊べる環境について配慮しました。

A

・他者に親しみ、親が子どもの育ちについて学びあい、成
長を喜び合える場として、今後も、広報活動の充実と、より
参加しやすい内容の工夫に努める必要があります。

ひまわりっ子 保育幼稚
園室

・桔梗南幼稚園において、未就園3歳児を対象に
園庭を月2回程度開放し実施します。
・幼稚園に在園する異年齢の子どもたちとの交流
・家族以外の人に慣れ親しむ
・幼稚園に慣れ親しむ
・保護者同士の交流
・子育て相談

延べ１５５組の親子の参加がありました。製作やゲー
ムや体育遊具を使っての遊び、ふれあいあそび、絵
本やパネルシアターなど、親子が参加して楽しんで
いただけました。

・事業継続 延べ212人の親子の参加がありました。製作やゲームや
体育遊具を使っての遊び、ふれあいあそび、絵本やパ
ネルシアターなど、親子が参加して楽しみました。

A

・他者に親しみ、親が子どもの育ちについて学びあい、成
長を喜び合える場として、今後も、広報活動の充実と、より
参加しやすい内容の工夫に努めます。

子育て短期支
援事業（ショー
トステイ）

子ども家
庭室

　保護者の疾病その他の理由により家庭におい
て児童を養育することが一時的に困難になった
場合、経済的な理由により一時的に母子を保護
することが必要な場合等において、保護を行いま
す。

・契約箇所数　2か所
入所者実績：2件

・契約箇所数　3か所 契約箇所数　３か所
入所者実績：8件

A

・親族などの支援を受けられない方が必要な場合、迅速に
対応できるよう、関係機関との連携を深めます。

母子生活支援
施設・助産施
設への入所

子ども家
庭室

・母子世帯の生活を安定させるため、母子生活
支援施設において保護し自立を支援するととも
に、経済的に入院助産を実施できない妊産婦の
助産を支援します。

・助産施設入所…0件
・母子生活支援施設入所…４件

・事業継続 ・助産施設入所…0件
・母子生活支援施設入所…4件

A

・母子生活支援施設入所者の入所期間が長期化すること
もあるため、更なる自立支援による退所に向けた取組が必
要です。

母子自立支援
員設置

子ども家
庭室

・母子・寡婦に対して自立に必要な情報提供及
び相談助言を行うほか、職業能力の向上及び求
職活動の支援等を行います。

・相談件数　１３８件 ・事業継続 ・相談件数　１２１件

A
平成25年4月より職業能力の向上及び求職活動の支援等
の対象が父子にも拡大され、周知を進める必要がありま
す。

自立支援教育
訓練給付金

子ども家
庭室

・母子家庭の母が就職に有利な資格、技能を取
得するための教育訓練講座の受講を支援し、就
業につなげます。（所得制限あり）

・0件 ・事業継続 ・0件

B
・母子家庭の母および父子家庭の父が就職に有利な資
格、技能を取得するための教育訓練講座の受講支援であ
るが、なかなか就業につながりにくい。

高等職業訓練
促進給付金

子ども家
庭室

・一人親家庭の父又は母が看護師、保育士、介
護福祉士など就職に有利な資格の取得を促進
するため養成機関において修業する場合、一定
期間支援を行います。(所得制限あり)
・平成２５年度より、支給対象者が父子家庭の父
の利用も可能になりました。

・3件 ・事業継続 ・4件

A

・Ｈ24年度より課税世帯の支給手当月額が141,000円から
100,000円に減額され、希望者が大幅に減りました。また、
支給対象期間が２年以上の養成機関での修業にもかかわ
らず、支給を受けることができる期間が、３年から上限２年
になったことも、制度利用者減少の一因となっています。制
度の利用促進に当たっては、広報等の周知に努めていき
ます。

交通安全教室 学校教育
室

・警察の協力の下、交通安全についての学習を
深めます。

・各学校では、交通安全教室を実施し、学習に努め
ました。また、学校安全対策会議において、各校の
交通安全教室実施の状況について交流会を実施し
ました。

・交通安全教室を実施し、学習が深まるように努
めます。

・各学校では、交通安全教室を実施し、学習に努めまし
た。また、学校安全対策会議において、各校の交通安
全教室実施の状況について交流会を実施しました。 B

・警察や地域、保護者の協力の下、更なる交通安全の啓
発に努める必要があります。

交通安全推進
事業

都市計画
室(交通対
策担当)

・市内の公立幼稚園及び各保育園の幼児交通
安全クラブの交通安全事業活動を支援します。

・幼児交通安全クラブリーダーを対象に交通安全指
導者研修会を開催し、交通安全及び街頭での幼児
等に対する指導方法について研修を行いました。

・幼児交通安全クラブリーダーを対象に交通安
全指導者研修会を年度初めに開催します。

・幼児交通安全クラブリーダーを対象に交通安全指導
者研修会を開催し、交通安全及び街頭での幼児等に
対する指導方法について研修を行いました。 A

・交通安全研修会を通じて、家族及び地域等で交通安全
意識を高められるよう目指します。

道徳教育の推
進

学校教育
室

・家庭や地域と連携し、公共心や規範意識、他人
を思いやる心、よりよく生きようとする意欲と実践
力を育む道徳教育を推進します。

・各学校において、全ての教科領域において、道徳
教育を進めるために、全体計画及び年間指導計画を
立て、公共心や規範意識、他人を思いやる心、よりよ
く生きようとする意欲と実践力を育みました。

・各学校において、全ての教科領域において、
道徳教育を進めるために、全体計画及び年間指
導計画を立て、公共心や規範意識、他人を思い
やる心、よりよく生きようとする意欲と実践力を育
みます。

・各学校において、全ての教科領域において、道徳教
育を進めるために、全体計画及び年間指導計画を立
て、公共心や規範意識、他人を思いやる心、よりよく生
きようとする意欲と実践力を育むよう取り組みました。

B

・家庭、地域との連携した道徳教育の推進が必要です。ま
た、学校においては、道徳教育推進教師を中心にした、更
なる研修体制の充実の必要があります。

道徳性の芽生
えを培う保育
の推進

保育幼稚
園室

・人とのかかわりの中で、人に対する愛情と信頼
感、人権を大切にする心を育てるとともに、自主、
自立、及び協調の態度を養い、道徳性の芽生え
を培います。

・友達や未就園児･高齢者、地域など多様な人とのか
かわりなどの豊かな体験活動の場を設定し、身近な
友だちや大人への信頼感･他者への思いやり･人を
尊重する気持ちを養うなど、道徳性の芽生えを培う保
育を行なった。

・事業継続 ・友達や未就園児･高齢者、地域など多様な人とのかか
わりなどの豊かな体験活動の場を設定し、身近な友だ
ちや大人への信頼感･他者への思いやり･人を尊重する
気持ちを養うなど、道徳性の芽生えを培う保育を行ない
ました。

A

・保育士･教諭の資質及び専門性の向上にかかわる研修
の充実を図ります。

キャリア教育
の推進

学校教育
室

・小学校の段階から、望ましい職業観、勤労観を
身に付けるための学習を進めながら、自己の個
性を理解して、進路を選択する力を育成し、社会
に出て自立して生活する力を発達段階に応じて
身に付けることができるよう、また、主体的に学ぶ
ことができるよう、キャリア教育を推進します。

・望ましい職業観、勤労観を身に付け、社会に出て
自立して生活する力を育成するために、発達段階に
応じた、キャリア教育や進路指導の全体計画を立案
し、実践しています。

・望ましい職業観、勤労観を身に付け、社会に出
て自立して生活する力を育成するために、発達
段階に応じた、キャリア教育や進路指導の全体
計画を立案し、実践します。

・望ましい職業観、勤労観を身に付け、社会に出て自
立して生活する力を育成するために、発達段階に応じ
た、キャリア教育や進路指導の全体計画を立案し、実
践しています。 B

・家庭、地域との連携したキャリア教育を推進する必要があ
ります。

キャリア教育
の推進

保育幼稚
園室

・子ども一人一人がその発達課題を達成し、将
来、社会人･職業人として自立していく為に必要
な態度や能力を身につけていけるよう保育や教
育を行います。

・幼稚園で培われる心情、意欲、態度が、キャリア発
達にかかわる諸能力の育成へつながっていることを
理解し、保育の充実を図った。

・事業継続 ・幼稚園で培われる心情、意欲、態度が、キャリア発達
にかかわる諸能力の育成へつながっていることを理解
し、保育の充実を図りました。 A

・家庭、地域社会、企業、関連機関等との連携、資源を有
効活用するとともに、保育士･教諭の資質及び専門性の向
上に関わる研修の実施の必要があります。

（５）社会
のルール
を守り、自
立する心
を育みま
す。

③自分のことは
自分でできるよう
になることに心を
配り、自立する心
を育てる。

②友達との交流
の中で、互いの
考えを認め合うこ
との大切さや、協
調性を体得でき
るようにする。

２
育
ま
れ
る
権
利

（４）家庭
教育を支
援し、明る
くいきいき
子育てが
できるよう
にします。

①交通安全や礼
儀など社会の
ルールやマナー
を子どもが身に
つけられるように
する。

①家庭教育を支
援する。

②子育て支援を
充実する

２

育
ま
れ
る
権
利

            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -12-



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

①優れた技術を
持つ社会人、ま
た、地域の伝統
を受け継ぐ人な
どをゲストティー
チャーとして迎え
る。

学校生活支援
ボランティア

教育セン
ター

・登下校時及び校内外活動の安全の支援、校舎
の補修等、地域の人の豊富な経験や知識を活用
させていただき、学校教育の一層の充実を図りま
す。

・学校支援ボランティアの登録者数:614名（うち登下
校安全ボランティア：189名。）
・地域の方の特技や経験を、児童生徒の学習に生か
す取組を行っていました。
・学校図書館支援ボランティアは164名が学校の支援
を行いました。

・登下校時及び校内外活動の安全の支援、校舎
の補修等、地域の人の豊富な経験や知識を活
用させていただき、学校教育の一層の充実を図
ります。
・地域の方の特技や経験を、児童生徒の学習に
生かす取組を行います。

・学校支援ボランティアの登録者数:630名（うち登下校
安全ボランティア：131名。）
・地域の方の特技や経験を、児童生徒の学習に生かす
取組を行っていました。
・学校図書館支援ボランティアは150名が学校の支援を
行いました。

A

・本年度までに作り上げた体制を継続発展させながら、今
後は、教育センターに拠点を置いた名張市版学校支援地
域本部とも関連して推進していく必要があります。

②学校の情報を
積極的に保護
者、地域へ提供
し、意見、協力を
受けながら開か
れた施設づくりに
努める。

学校評議員・
学校関係者評
価委員会

学校教育
室

・学校便りやホームページを作成し、保護者や地
域の人に情報を発信します。
・学校評議員会や学校関係者評価委員会を通し
て、保護者や地域の方の意見を生かした学校づ
くりを進めます。

・学校便りやホームページ等を通して、保護者や地
域の人に情報を発信しました。
・学校関係者評価委員会の設置を進め、より地域に
開かれた学校経営に努めました。
学校関係者評価委員会実施校：22校

・学校便りやホームページ等をとおして、保護者
や地域の人に情報を発信します。
・学校関係者評価委員会を全小中学校で設置さ
れ、より地域に開かれた学校経営に努めます。
学校関係者評価委員会実施校：19校

・学校便りやホームページ等を通して、保護者や地域の
人に情報を発信しました。
・学校関係者評価委員会の設置を進め、より地域に開
かれた学校経営に努めました。
学校関係者評価委員会実施校：１９校 B

・学校、保護者、地域が連携を深め、開かれた学校づくりを
進めます。

③保護者や地域
住民の訪問、行
事参加（授業参
観など）を幅広く
柔軟に認める。

学校支援地域
本部事業

教育セン
ター
文化生涯
学習室

・学校の教育活動の支援を目的と して、地域住
民の学校支援ボランティアなどへの参加 を促進
し、学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで
子どもを育てる体制づくりを推進します。

・全小学校（１７校）と中学校２校（桔梗が丘中、南中）
が本事業を受け、学校支援地域本部の体制づくりに
取り組みました。

・１9校を目標に学校支援地域本部の体制づくり
に取組みます。

・新しく学校ボランティア室を開設し。全小中学校（１9
校）が本事業を受け、学校支援地域本部の体制づくり
に取り組みました。

A

・本年度までに作り上げた体制を継続発展させながら、今
後は、教育センターに拠点を置いた名張市版学校支援地
域本部の体制づくりを推進していきます。

④学校の空きス
ペースを開放し、
地域行事等に有
効に活用できる
ようにする。

空き教室の有
効利用

子ども家
庭室

・学校の空きスペースを開放し、地域行事等に有
効に活用できるようにします。

・7校の空き教室及び1校の旧用務員室をクラブ室と
して活用しています。

・クラブ室の適正な面積を確保するため、空き教
室及び旧用務員室をクラブ室として活用します。

・7校の空き教室及び2校の旧用務員室をクラブ室として
活用しています。

A

・既存の施設の活用を図ります。

⑤地域に開かれ
た学校づくりを進
め、登下校の安
全ボランティアや
図書ボランティア
等、地域住民に
連携・協力を求
める。

学校生活支援
ボランティア

教育セン
ター

・登下校時及び校内外活動の安全の支援、校舎
の補修等、地域の人の豊富な経験や知識を活用
させていただき、学校教育の一層の充実を図りま
す。

・学校支援ボランティアの登録者数:614名（うち登下
校安全ボランティア：189名。）
・地域の方の特技や経験を、児童生徒の学習に生か
す取組を行っていました。
・学校図書館支援ボランティアは164名が学校の支援
を行いました。

・登下校時及び校内外活動の安全の支援、校舎
の補修等、地域の人の豊富な経験や知識を活
用させていただき、学校教育の一層の充実を図
ります。
・地域の方の特技や経験を、児童生徒の学習に
生かす取組を行います。

・学校支援ボランティアの登録者数:630名（うち登下校
安全ボランティア：131名。）
・地域の方の特技や経験を、児童生徒の学習に生かす
取組を行っていました。
・学校図書館支援ボランティアは150名が学校の支援を
行いました。

A

・本年度までに作り上げた体制を継続発展させながら、今
後は、教育センターに拠点を置いた名張市版学校支援地
域本部とも関連して推進していく必要があります。

幼児教育資質
向上事業

教育セン
ター

・乳幼児教育に対する理解・技能を高めるため
に、特別支援教育講演会を実施します。
また、精神科医や臨床心理士を交えて、事例検
討や支援の方法などの研修を行います。（幼稚
園教諭・保育士・小学校教諭対象）

・特別支援教育講演会を２回実施し、58名の参加が
ありました。
・臨床心理士を交えての事例検討会を8回実施しまし
た。
・特別支援教育講座を4回実施し、のべ29名の参加
がありました。

・特別支援教育講演会を実施します。
・臨床心理士を交えての事例検討会を実施しま
す。（年間８回）
・事例をもとに少人数での特別支援教育講座を
実施します。（年間4講座)

・特別支援教育講演会を２回実施し、９０人の参加があ
りました。
・臨床心理士を交えての事例検討会を７回実施しまし
た。
・特別支援教育事例検討研修を４回実施し、延べ２２人
の参加がありました。

A

・特別支援教育は、幼児期からの適切な支援が必要であ
り、そのためには教職員の研修は必要不可欠です。研修
講座に少しでも多くの方に受講してもらうために、保育所
（園）、幼稚園へも積極的に働きかけをしていく必要があり
ます。

名張市教育研
究所事業（保
育士・幼稚園
教諭対象講演
会）

教育セン
ター

・研修講座「幼児教育」保育士、幼稚園教諭等を
対象にした具体的な支援方法の講演会です。

・主に市内の保育士、幼稚園教諭を対象にした「幼
児教育」講座を実施し、４６人の参加がありました。
・「体育・保健体育」「図工」等５つの講座へ延べ１７人
の参加がありました。

・「幼児教育」の研修講座を年間２回実施しま
す。
・主に小中学校教職員対象であっても、講座の
内容によっては、保育士、幼稚園教諭も参加で
きるように研修講座を企画します。

・「幼児教育」の研修講座を２回実施し、７４人の参加が
ありました。
・「音楽講習会」「ビギナーズ研修」の２講座へ２人の参
加がありました。 B

・保育所（園）・幼稚園の現状に合った内容にするために、
保育所（園・幼稚園との更なる連携、情報収集・情報提供
が必要です。

各種研修講座 教育セン
ター

・教職員研修、教育講演会、研修講座を企画しま
す。

・教科・領域研修、課題研修、ケースカンファレンス、
職務研修、教育支援ボランティア養成講座等の研修
講座及び教育講演会（４３講座、延べ６６講座）、プロ
ジェクト研究公開授業等を実施し、延べ 1７５０人の
参加がありました。

・教育講演会、教科・領域研修、課題研修、職務
研修、教育支援ボランティア養成講座等の研修
講座（講座総数３５、延べ数６０講座）を開設しま
す。

・教育講演会、教科・領域研修、課題研修、研究報告
研修、職務研修、教育支援ボランティア研修等の研修
講座（講座総数３９、延べ数６４講座）を実施し、延べ
1,819人の参加がありました。 B

・今後も今日的課題に応じた内容や、名張市における喫緊
の課題に応じた内容に対応できるような研修講座の実施、
より主体的に参加できる研修体制づくりを進めていきたいと
考えています。

生徒指導の推
進

学校教育
室

・教職員の研修の機会を設けます。 ・生徒指導推進委員会の開催：年間7回（内研修会１
回）
・教育相談担当者会議の開催：年間2回
・学級満足度調査(ＱＵ)活用検討委員会：年間1回な
ど

・生徒指導推進委員会の開催：年間７回
・教育相談担当者会議の開催：年間３回
・学級満足度調査(ＱＵ)活用検討委員会：年間2
回など

・生徒指導推進委員会の開催：年間7回（内研修会１
回）
・教育相談担当者会議の開催：年間2回
・学級満足度調査(ＱＵ)活用検討委員会：年間２回
・いじめ防止研修会

A

・研修の機会は充実してきているので、より実態に応じた教
職員の指導力向上を目指していきます。

教職員の資質
向上支援

人権・男
女共同参
画推進室
（人権啓
発担当）

・ 人権教育主事、社会同和教育指導員、人権啓
発担当職員を、要請に応じて派遣し、学習指導
案の検討や、教職員の資質向上を支援していき
ます。
  また、関係機関と連携して教職員研修、教育講
演会、研修講座を企画します。

・人権教育主事（3名）、社会同和教育指導員（2名）、
人権啓発担当職員を、要請に応じて派遣しました。
・関係機関と連携し、教職員の資質向上のための学
習機会を提供しました。

・人権教育主事（3名）、社会同和教育指導員（2
名）、人権啓発担当職員を、要請に応じて派遣
します。
・関係機関と連携し、教職員の資質向上のため
の学習機会を提供します。

・人権教育主事（3名）、社会同和教育指導員（2名）、人
権啓発担当職員を、要請に応じて派遣しました。
・関係機関と連携し、教職員の資質向上のための学習
機会を提供しました。 B

・教職員資質向上のための学習機会の提供に際しては、
テーマ、開催時期、学習手法など、学習ニーズの事前把
握に努め、多くの参加者を得られるようにします。

２

育
ま
れ
る
権
利

（７）職員
の専門性
の向上を
図ります。

 ②いじめ防止や
児童虐待に関す
る職員研修や相
談体制など、職
員の専門性の向
上を図る。

①育児や子ども
への指導力の向
上を図る研修や
今日的課題に応
じた研修を実施
する。

２
育
ま
れ
る
権
利

（６）地域
に開かれ
た学校づく
りを進めま
す。

            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -13-



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

生徒指導の推
進

学校教育
室

・教職員の研修の機会を設けます。 ・生徒指導推進委員会の開催：年間7回（内研修会１
回）
・教育相談担当者会議の開催：年間2回
・学級満足度調査(ＱＵ)活用検討委員会：年間1回な
ど

・生徒指導推進委員会の開催：年間７回
・教育相談担当者会議の開催：年間３回
・学級満足度調査(ＱＵ)活用検討委員会：年間2
回など

・生徒指導推進委員会の開催：年間7回（内研修会１
回）
・教育相談担当者会議の開催：年間2回
・学級満足度調査(ＱＵ)活用検討委員会：年間２回
・いじめ防止研修会

A

・研修の機会は充実してきているので、より実態に応じた教
職員の指導力向上を目指していきます。

教職員の資質
向上支援

人権・男
女共同参
画推進室
（人権啓
発担当）

・ 人権教育主事、社会同和教育指導員、人権啓
発担当職員を、要請に応じて派遣し、学習指導
案の検討や、教職員の資質向上を支援していき
ます。
  また、関係機関と連携して教職員研修、教育講
演会、研修講座を企画します。

・人権教育主事（3人）、社会同和教育指導員（2人）、
人権啓発担当職員を、要請に応じて派遣しました。
・関係機関と連携し、教職員の資質向上のための学
習機会を提供しました。

・人権教育主事（3人）、社会同和教育指導員（2
人）、人権啓発担当職員を、要請に応じて派遣
します。
・関係機関と連携し、教職員の資質向上のため
の学習機会を提供します。

・人権教育主事（3人）、社会同和教育指導員（2人）、人
権啓発担当職員を、要請に応じて派遣しました。
・関係機関と連携し、教職員の資質向上のための学習
機会を提供しました。 B

・教職員資質向上のための学習機会の提供に際しては、
テーマ、開催時期、学習手法など、学習ニーズの事前把
握に努め、多くの参加者を得られるようにします。

②虐待について
の理解を深める
啓発活動を行う。

虐待防止月間
街頭啓発

子ども家
庭室

・11月に虐待防止の研修会や街頭啓発活動を行
います。

・「児童虐待防止推進月間」に基づき、関係機関にポ
スターを配布するほか、広報なばりに児童虐待に関
する記事を掲載したり、複合店舗にて関係機関と街
頭啓発活動を実施しました。
・職員に対し、オレンジリボン装着を推進し、市民の
方に向けての啓発に努めました。
・11月19日には要保護児童対策及びＤＶ対策地域
協議会の関係機関（者）を対象に研修会(参加者84
名)を実施し、研修会参加者にリーフレット・テイッシュ
等を配布しました。
・依頼のあった保育所（園）、子育て支援センターか
がやき、民生・児童委員等に研修を行いました。
・ＦＭなばりにおいて、児童虐待について、また、近
隣の方の声掛けの大切さ、相談通告先等について
放送しました。
・11月20日には三重県、伊賀市とともにオレンジリボ
ンツリーの引継式を行い、市庁舎1階ロビーに月末ま
で展示をしました。

・「児童虐待防止月間」に基づき、関係機関にポ
スター、リーフレットを配布するほか、広報なばり
に児童虐待の防止、早期発見に関する記事の
掲載や、FMなばりでの放送を行います。
・各関係機関の方に研修を行います。

・「児童虐待防止推進月間」に基づき、関係機関にポス
ターを配布するほか、広報なばりに児童虐待に関する
記事を掲載したり、複合店舗にて関係機関と街頭啓発
活動を実施しました。
・職員に対し、オレンジリボン装着を推進し、市民の方
に向けての啓発に努めました。
・11月7日には要保護児童対策及びＤＶ対策地域協議
会の関係機関（者）を対象に研修会(参加者83名)を実
施し、研修会参加者にリーフレット・テイッシュ等を配布
しました。
・依頼のあった保育所（園）、子育て支援センターかが
やき、民生・児童委員等に研修を行いました。
・ＦＭなばりにおいて、児童虐待について、また、近隣
の方の声掛けの大切さ、相談通告先等について放送し
ました。
・11月13日には三重県、伊賀市とともにオレンジリボンツ
リーの引継式を行い、市庁舎1階ロビーに月末まで展示
をしました。

A

・啓発活動についてはポスターやティッシュ配布、広報な
ばりへの掲載などいろいろな方法で実施しているので徐々
に広がってきています。今後も引き続き啓発活動を実施し
ます。

要保護児童対
策及びＤＶ対
策地域協議会

子ども家
庭室

・要保護児童及びＤＶ被害者等に必要、適切な
支援を図るために情報の交換を行うとともに、要
保護児童及びＤＶ被害者等に対する支援及び対
策について協議します。（H2４年４月設立）

・要保護児童対策及びＤＶ対策地域協議会において
情報交換、関係機関との連携、役割分担などを協議
する「代表者会議」を1回、「事務担当者会議」を5回、
相談・通告のあった事例を具体的に協議する「ケース
会議」を27回実施しました。

・代表者会議・事務担当者会議の開催継続 ・要保護児童対策及びＤＶ対策地域協議会において情
報交換、関係機関との連携、役割分担などを協議する
「代表者会議」を1回、「事務担当者会議」を5回、相談・
通告のあった事例を具体的に協議する「ケース会議」を
28回実施しました。

B

・相談件数、虐待通告が増加するなか、今後もこれまでと
同様、要保護児童に関する協議を続けていく一方、関係
機関(者)との連携を強化していく必要があります。

家庭児童相談 子ども家
庭室

・総合福祉センター「ふれあい」に相談室を開設
し、18歳未満の子を持つ家庭を対象に児童相談
所や各関係機関と連携し相談・助言指導を行い
ます。

・相談件数：358件（うち児童虐待相談件数 164件 ）
児童虐待相談件数の主な内容：身体的虐待47件／
ネグレクト57件／心理的虐待　　60件／性的虐待0件
/終結46件

・相談業務　継続 ・相談件数：400件（うち児童虐待相談件数 203件 ）
児童虐待相談件数の主な内容：身体的虐待48件／ネ
グレクト69件／心理的虐待　　86件/性的虐待0件/終結
90件
・相談件数、虐待通告件数が増加し、案件も多種多様
化、複雑さを増してきているなかで、相談・通告された
案件に対し、関係機関とのケース検討会議を随時開催
し対応策を検討するとともに、一定期間（６か月間）巡回
訪問等による定期的な情報収集によりケース検討会議
等で協議した問題点の改善や子どもの安全が確保され
ているかなどの確認を行っています。その後、関係機関
と連携を図り、要支援児童として更に３か月間のモニタリ
ングを行い子どもの状況の安定が判断できるものを終
結としています。平成２６年度において家庭児童相談室
が相談を受けた児童虐待相談203件のうちの約44％は
この終結となっています。
・残りの案件は、情報収集やモニタリング中の子どもで
あったり、その段階に心配な状況が見られたことから、
再度関係機関と協議をして要保護児童としての対応を
継続しています。
・子どもを取り巻く環境上養護を要する必要がある児童
３２人については、伊賀児童相談所へ送致して専門的
な支援を行っています。

B

・今後も関係機関との連携を図り、児童虐待の早期発見・
早期対応を図るため、少しでも疑いのある案件の相談・通
告が受けられるよう市民への啓発を行うとともに、きめ細か
な支援活動を行っていく必要があります。

①有害図書や薬
物など子どもを
取り巻く環境の
浄化を進める。

有害環境浄化
活動

文化生涯
学習室

・月1回、市内4ヶ所の駅前に設置された有害図
書回収箱から、有害図書、悪書を回収します。
・ゲームセンター、カラオケボックス、大型小売店
舗への巡回指導をし、有害環境の浄化活動を行
います。

・月1回の有害図書、悪書回収において、合計1,529
点の有害図書、ＤＶＤ類等を回収しました。
・補導センター補導員による日常の巡回指導に加
え、7月8日に市民活動団体とともに有害環境一掃大
作戦を実施しました。

・月1回の有害図書、悪書回収において、有害
図書、ＤＶＤ類等を回収します。
・補導センター補導員による日常の巡回指導に
加え、市民活動団体とともに有害環境一掃大作
戦を実施します。

・月1回の有害図書、悪書回収において、合計679点の
有害図書、ＤＶＤ類等を回収しました。
・補導センター補導員による日常の巡回指導に加え、7
月4日に市民活動団体とともに有害環境一掃大作戦を
実施しました。

A

　・各店舗を巡回することにより、三重県青少年健全育成
条例が遵守されています。今後も引き続き、実際に店舗を
巡回することを中心に有害環境から子どもを守っていきま
す。

学校危機管理
マニュアル

学校教育
室

・毎年度、危機管理マニュアルの見直しを行い、
子どもや保護者に周知徹底を図ります。

・危機管理マニュアルの見直しを行い、危機管理体
制の確立、未然防止、発生時の対応、再発防止や防
災教育の推進に努めています。
・危機管理室等との連携
・学校安全対策会議の開催：２回

・危機管理マニュアルを見直し、危機管理体制
の確立、未然防止、発生時の対応、再発防止に
努めます。
・学校安全対策会議の開催：３回

・危機管理マニュアルの見直しを行い、危機管理体制
の確立、未然防止、発生時の対応、再発防止や防災教
育の推進に努めています。
・危機管理室等との連携
・学校安全対策会議の開催：２回

B

・随時マニュアルの見直しや検討を行うとともに、継続的に
危機管理意識の向上と実践力の向上を図ります。

安全マップ 学校教育
室

・毎年度、見直しを行い、子どもや保護者に周知
徹底を図ります。

・PTA、警察、教育委員会事務局、市各部室等と連
携・協力し、危険箇所の把握などを行い、安全確保
の取組、各校における安全マップの作成等を進めて
います。

・PTA等と連携・協力し、危険箇所の把握などを
行い、安全確保の取組や各校における安全マッ
プの作成等を進めます。

・PTA、警察、教育委員会事務局、市各部室等と連携・
協力し、危険箇所の把握などを行い、安全確保の取
組、各校における安全マップの作成等を進めました。 B

・合同点検等を通じて危険箇所の把握とともに、登下校の
付添い等の安全確保の充実が必要です。

①いじめには毅
然とした態度で
対応します。いじ
めを許さない心
情といじめをなく
す実践力を育て
る。

③地域住民、関
係機関との連携
による虐待防止
体制を充実す
る。

（１）いじ
め、虐待
はしませ
ん、許しま
せん。

３
守
ら
れ
る
権
利

②子どもの安全
を確保する取組
を進める。

３

守
ら
れ
る
権
利

（２）地域と
ともに子ど
もを守りま
す。

            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -14-



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

補導・パトロー
ル

文化生涯
学習室

・週5回午後、大型小売店舗、駅、ゲームセン
ターなどを中心に補導活動や小学校の低学年の
下校時刻にあわせた安全パトロール活動を行い
ます。

・日常の補導活動や安全パトロールに加え、市民団
体と合同で不審者情報が寄せられた場所を中心に
深夜パトロールを2回実施しました。
・祭礼時パトロールを強化しました。
・パトロール時間帯を弾力化し、非行状況の調査を実
施しました。
・小・中・高校を訪問し、情報交換を実施しました。
・青少年育成市民会議等と連携し、名張少年サポー
トふれあい隊に参加しました。

・青少年育成市民会議や関係機関との連携を強
化し、実態に即応した対策を市民ぐるみで講じる
体制をつくり、その中核となって非行防止活動を
行います。

・日常の補導活動や安全パトロールに加え、市民団体
と合同で不審者情報が寄せられた場所を中心に深夜
パトロールを2回実施しました。
・祭礼時パトロールを強化しました。
・パトロール時間帯を弾力化し、非行状況の調査を実施
しました。
・小・中・高校を訪問し、情報交換を実施しました。
・青少年育成市民会議等と連携し、名張少年サポート
ふれあい隊に参加しました。

A

・学校・地域との連携を更に強化する必要があります。

子どもを守る
家

文化生涯
学習室

・子どもたちが登下校時や塾の行き帰り、また公
園等で遊んでいる時などに危険な目に遭った場
合に避難させていただく”緊急避難場所” として
「子どもを守る家」事業に取り組みます。

・各地区において、「子どもを守る家」の配置、件数な
どについて、確認を行った。
・赤目地区において、子どもたちが「子どもを守る家」
を訪問し、実際に逃げ込む子ども達に、「子どもを守
る家」を知ってもらう活動が展開されました。

・各地区における「子どもを守る家」の配置や、件
数などについて、確認を行うとともに、実際に逃
げ込む子ども達に、「子どもを守る家」の事を
知ってもらうよう事業を展開します。

・各地区において、「子どもを守る家」の配置、件数など
について、確認を行った。件数は、1,722件。
・比奈知地区において、子どもたちが「子どもを守る家」
を訪問し、実際に逃げ込む子ども達に、「子どもを守る
家」を知ってもらう活動が展開されました。

A

・子どもたちが「子どもを守る家」に気軽に立ち寄れる、安
心できる街づくりにつなげていくことが課題となります。

③喫煙防止、薬
物乱用防止教室
や性教育、デート
ＤＶ防止教育な
ど子どもに身近
で、より深刻な課
題に取り組む。

薬物乱用防止
教室

学校教育
室

・警察等の協力の下、児童生徒に講演会等を開
催します。

・各学校とライオンズクラブ又は名張警察との連携に
よる薬物乱用防止教室を開催しました。
・生徒指導推進委員会の開催しました。
・薬物乱用防止教室の実施状況調査を実施しまし
た。

・各学校とライオンズクラブまたは名張警察との
連携による薬物乱用防止教室を開催します。
・生徒指導推進委員会を開催します。
・薬物乱用防止教室の実施状況調査を実施しま
す。

・各学校とライオンズクラブ又は名張警察との連携によ
る薬物乱用防止教室を開催しました。
・生徒指導推進委員会の開催しました。
・薬物乱用防止教室の実施状況調査を実施しました。 B

・小学校における早い段階での実施、中学校における保
健指導の充実が課題です。

④子どもの権利
侵害に対する相
談、支援及び救
済体制を実施す
る。

子ども相談
室・子どもの
権利救済委員
会

子ども家
庭室

・総合福祉センター「ふれあい」に子どもの権利
に関する相談室を開設し、18歳以下の子どもから
の相談に直接応じ、関係機関と連携し問題の解
決を図ります。
・子どもの権利侵害を救済するために子どもの権
利救済委員会を設置し、弁護士や学識経験者３
名が対応します。市や関係機関に対して勧告や
是正の要望を出すことができます。

・相談件数：278件
主な内容：学校生活上の悩み48件/進路32件/学習
30件/教師の指導上の問題27件/不登校21件/障害・
発達に関すること22件/精神的問題18件など
・子どもの権利の救済の申立て件数：1件

・相談業務　継続 ・相談件数：367件
主な内容：精神的問題86件/いじめ57件/学習55件/交
友関係16件/不登校13件など
・子どもの権利の救済の申立て件数：0件

B

・子ども条例の周知がまだ十分とはいえないので、今まで
の事業の充実を図りながら、地域・企業等市民への啓発活
動に努める必要があります。
・権利救済委員会が名張市いじめ防止基本方針のなかで
いじめ問題の再調査機関として位置づけられたことから、
組織としての活動の充実が求められます。

①市政につい
て、子どもの意見
を求める子ども
会議を開催す
る。

子ども会議･子
ども権利週間
行事の企画

子ども家
庭室

・子どもの思いを市政に反映するため子ども会議
を開催します。

・新しい公委託事業としてMIK運動推進委員会に委
託。
・子ども会議(ばりっ子会議)開催　6回

・子ども会議（ばりっ子会議）を開催し、子どもの
思いを要望書にまとめ、市長に提出する予定で
す。

・新しい公委託事業としてMIK運動推進委員会に委
託。
・子ども会議(ばりっ子会議)開催　8回

B

・ばりっ子会議の参加者を増やす工夫と、会議を支援する
スタッフの育成が必要です。
・ばりっ子会議の意義や様子を広報し、子どもの参加を増
やす必要があります。

②子どもによる
企画、運営等、
子どもの自主的
な活動を支援す
る。

子ども権利週
間行事（ばりっ
子ひろば）

子ども家
庭室

・子どもの企画による子どものための催し「ばりっ
子ひろば」を開催します。

・ＭＩＫ運動推進委員会に業務委託し、子どもによる
子どものためのイベント「ばりっ子ひろば」を実施
H25.11.23「ばりっこ縁日」を開催

・子どもによる子どものためのイベント「ばりっ子
ひろば」を子どもの発案で実施。企画、準備、実
行まで子ども中心に行います。

・ＭＩＫ運動推進委員会に業務委託し、子どもによる子
どものためのイベント「ばりっ子ひろば」を実施
H26.11.23「ばりっこモール」を開催 B

・子どもを中心に据えた行事の継続、更に市民を巻き込ん
だ行事となるように関係機関と連携して実施する必要があ
ります。

③学校行事など
企画運営に子ど
もの意見を反映
させる。

児童会活動 学校教育
室

・学級会と児童会が連携し、子どもたち一人一人
の意見を児童会が把握できるよう、児童会の運営
について学校で協議します。

・児童会活動に係る年間計画に子どもの主体的な活
動を評価する観点に基づき、評価・改善活動を各校
で実施しました。
・一部の中学校区において生徒会が中心となり、児
童生徒の交流が始まっています。

・児童会活動に係る年間計画に子どもの主体的
な活動を評価する観点に基づき、評価・改善活
動を各校で実施します。
・生徒会、児童会の小中連携を進めます。
自校のみならず、社会に目を向け、児童による
主体的な活動を展開します。

・児童会活動に係る年間計画に子どもの主体的な活動
を評価する観点に基づき、評価・改善活動を各校で実
施しました。
・一部の中学校区において児童生徒会活動においても
小中連携が行われています。（２中学校区）

B

・一人一人の子どもが、より積極的に自分の意思や意向を
表現できるように力を付けていく必要があります。また、主
体的な活動の評価の観点を明らかにし、児童自らで活動
の見直しを進める必要があります。

④学級会、児童
会等、子どもの
自主的な活動を
支援する。

児童の活動支
援

学校教育
室

・教職員一人一人に子どもたちの意見を尊重す
る意識の高揚を図ります。

・主体的な活動の観点を明らかにし、改善活動につ
なげることで、子どもの活動をより適切に支援してい
ます。
・一部中学校区において、生徒会と小学校の児童と
の交流が持てるよう教職員が支援しています。

・児童会活動に係る年間計画に子どもの主体的
な活動を評価する観点をに基づき、評価・改善
活動を各校で実施します。
・児童会、生徒会の小中連を進められるよう行政
や教職員が支援します。
・自校のみならず、社会に目を向けさせ、児童の
主体的な活動が展開できるよう、行政や教職員
が支援します。

・主体的な活動の観点を明らかにし、改善活動につな
げることで、子どもの活動をより適切に支援しています。
・一部中学校区において、生徒会と小学校の児童との
交流が持てるよう教職員が支援しています。

B

・より子どもたちに達成感と充実感を持たせ、更に意欲を
持った取組が展開できるように支援していく必要がありま
す。

⑤未就園の子ど
もを対象とした施
設の開放や遊び
場を増やし、サー
クル活動を支援
する。

こども支援セ
ンターかがや
き

子ども家
庭室

・子どもたちが元気に健やかに育ち合える拠点施
設として、親子が出会いを通じて交流し合える
場、子ども同士が育ち合える場、市民の子育て
参加の場を提供するとともに、子育てに関する相
談や情報を提供します。
〇広場事業（親子で遊ぼう・子育て井戸端会議・
ぐりとぐらの集い・シングルマザーの集い・イン
ターナショナルの集いなど）
〇相談事業（電話・面接・子育て相談・健康相
談）
〇講座・講演会事業（子育て講演・救急法など）
〇一時保育の連絡調整（家庭での保育が一時的
に困難となった時などに緊急一時的に保育所で
の保育を受けられるよう連絡調整を行う。）
〇かがやき通信等の発行
〇子育てサークル等の育成支援事業
〇子育て支援ボランティア養成事業

・広場事業:開館日数243日、総来館者数29,985人
親子で遊ぼう1,543人/はじめて広場118人/ぐりとぐら
（多胎児）の集い215人/こんにちは広場86人/サタパ
パ(父親の)広場215人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:138人/健康相談59件/歯科相談
97件
・情報提供
かがやき通信発行2,000部(毎月発行）
健康だより発行250部(毎月発行)保健センターと連携
・パソコン利用者：498件/遊び道具の貸し出し件数：
195件
学びの場の提供(談話室）：205件/土曜日開催のミニ
コンサートなどへの参加総数：1,866人
・子育て講演会（わらべうた）：8か月までの親子11組
支援者他39人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子クッキ
ング）：合計104人
・ミニ講座：5回開催53組
・サークル数9団体/地域の広場16か所
公立幼稚園の広場利用者247人/保育所(園）2,004
人

・広場事業:開館日数242日、総来館者数30,800
人
親子で遊ぼう1,900人/はじめて広場160人/ぐり
とぐら（多胎児）の集い150人/こんにちは広場
140人/サタパパ(父親の)広場200人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:170人/健康相談100件/歯
科相談150件
・情報提供
かがやき通信発行2,700部(毎月発行）
健康だより発行310部(毎月発行)健康支援室と
連携
・パソコン利用者：200件/遊び道具の貸し出し件
数：170件
学びの場の提供(談話室）：220件/土曜日開催
のミニコンサートなどへの参加総数：1,000人
・子育て講演会（わらべうた）：8ヶ月までの親子
10組　支援者50人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子
クッキング）：合計85人
・サークル数9団体/地域の広場16ヶ所
公立幼稚園の広場利用者580人/保育所(園）
15ヶ所2,300人

・広場事業:開館日数243日、総来館者数31,283人
親子で遊ぼう１,083人/はじめて広場137人/ぐりとぐら
（多胎児）の集い75人/こんにちは広場240人/サタパパ
(父親の)広場221人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:118人/健康相談76件/歯科相談90
件
・情報提供
かがやき通信発行１,000部(毎月発行）※各保育所
(園)・幼稚園については原稿のみで各々で印刷配布
健康だより発行300部(毎月発行)健康支援室と連携
・パソコン利用者：498件/遊び道具の貸し出し件数：388
件
学びの場の提供(談話室）：250件/土曜日開催のミニコ
ンサートなどへの参加総数：1,102人
・子育て講演会（わらべうた）：8か月までの親子12組
支援者他35人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子クッキン
グ）：合計10１人
・サークル数10団体/地域の広場16か所
公立幼稚園の広場利用者569人/保育所(園）１,544人

A

・地域の子育て力が低下している中、当センターを拠点と
して各地域との連携の強化が必要です。子どもたちの生活
には、親の存在が切り離せないため、親への具体的な支
援が必要です。
・講座・講演会については毎年好評な内容で実施していま
す。しかし、価値観の多様化に伴い、様々な希望もあり、ミ
ニ講座を開催するなど対応する必要があります。講師料な
どもありできる限りボランティアで講座を引き受けてくれる人
材の発掘が必要です。
・小中高生の来館者のほとんどが、桔梗が丘地域に偏って
います。各地域の様々な取組にも多数の児童の参加が見
られるので、より一層、地域との連携が必要です。また、名
張市内の他の児童館との交流なども検討課題です。
・保護者の価値観が多様化している中で、子育てにとって
基本的に大切なことは何か見極め、講座や講演会を設定
する必要があります。
・地域の広場は主任児童委員やボランティア等と連携をと
りながら積極的に取り組んでいく必要があります。
・サークルについては今年度途中より新しいサークルがで
き会員数も増加しているが、今後も新たなサークルの立ち
上げや充実に努める必要があります。
・地域や保護者のニーズを把握しながら、慣例になってい
る取組だけでなく、高齢者や障がい者との交流など新たな
世代間交流の取組も課題として捉えています。

②子どもの安全
を確保する取組
を進める。

（２）地域と
ともに子ど
もを守りま
す。

３

守
ら
れ
る
権
利

４

参
加
す
る
権
利

（１）子ども
たちが積
極的に参
画できる
機会と場
を広げま
す。

            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -15-



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

放課後児童対
策事業

子ども家
庭室

・就労などで昼間、保護者が自宅にいない小学
生の健全育成を図ることを目的に開設し、運営は
各小学校区の地域の方々の理解と協力によって
組織された運営委員会が行います。

・放課後児童クラブ開設数：17か所
・登録児童数：914人
・アンテナ工事1施設  クラブ室改修工事1施設(錦生
赤目小学校区放課後児童クラブ)

・保護者の就労機会の保障を行い、小学生の健
全育成を図っていきます。

・放課後児童クラブ開設数：15か所
・登録児童数：746人
・梅が丘小学校区放課後児童クラブ２施設整備工事
・つつじが丘小学校区放課後児童クラブ空調設備改修
工事
・薦原小学校区放課後児童クラブ庇設置工事　他

A

・旧用務員室を改修して活用しているクラブや、利用児童
数の増等に伴い施設が狭くなっている施設については、
放課後児童クラブ整備計画、地域のニーズ及び校区再編
の動向を注視し、整備を検討する必要があります。また、適
宜、施設の修繕や備品の更新等を進めます。

放課後子ども
教室

文化生涯
学習室

・週末（土曜日、日曜日）や平日の放課後に、子
どもたちが安全に安心して活動できる居場所を
作ります。
・異年齢の交流や、地域の方々とのふれあいを
通して、子ども達の健全育成を図ります。

・名張小校区・梅が丘小学校区・すずらん台小学校
区・百合が丘小学校区の４地区で教室を開催してい
ます。
・子ども達の居場所づくりとして、体験活動を中心とし
た教室を展開しています。
・桔梗が丘地区・錦生地区の２地区で26年度からの
開設を目指します。

・新規の教室を開設できるよう事業を展開しま
す。

・名張小校区・梅が丘小学校区・すずらん台小学校区・
百合が丘小学校区・錦生地区・桔梗が丘地区の６地区
で８教室を開催しています。
・子ども達の居場所づくりとして、体験活動を中心とした
教室を展開しています。 A

・国の補助金の動向が不透明であり、増設が困難となって
います。
・地域との調整を図る必要があります。

子ども条例の
啓発・広報な
ばり

子ども家
庭室

・広報なばりや市ホームページ等を利用して市民
活動の情報の提供を行います。

・市内小中学校児童・生徒に子ども相談室カードを
配布6,700枚
・広報なばりに１１月第２週号において、啓発記事を
掲載

・広報なばりに啓発記事を掲載します。
・子ども条例のさらなる周知のための啓発、情報
提供を行います。

・市内小中学校児童・生徒に子ども相談室カード及びク
リアファイルを配布
・子ども相談室便り「ほっとライン」を発行（H26．12月
号、H27．3月号）

B
・当該計画がより多くの市民に周知されるような方策を考え
ていく必要があります。

なばり子ども
情報センター

文化生涯
学習室

・ボランティアが中心となって週末の子どもの体
験活動、地域のボランティア活動、イベント、サー
クル活動などの情報を収集し、年４回発行の子ど
も向け情報誌「レインボー"名張っ子"」やホーム
ページで情報発信します。

・引き続きＰＴＡ連合会に委託実施しています。
・子ども向け情報誌「レインボー"名張っ子"」を年4回
発行、また、ホームページの更新は毎月行っていま
す。
・定期的な発行により、小学生等に定着しています。

・引き続きＰＴＡ連合会に委託実施します。
・子ども向け情報誌「レインボー"名張っ子"」を年
４回発行します。また、ホームページの内容を検
討しその都度更新を行います。

・引き続きＰＴＡ連合会に委託実施します。
・子ども向け情報誌「レインボー"名張っ子"」を年４回発
行、また、ホームページの更新は毎月行っています。
・定期的な発行により、小学生等に定着しています。 A

・社会教育における子どもの体験活動機会の提供は、重
要性を増しています。地域や各種団体等が実施する事業
を広く周知し、行事の参加者数を増やす手段として、この
事業の充実が必要ですが、有償ボランティアスタッフの確
保が困難です。

こども支援セ
ンターかがや
き

子ども家
庭室

・子どもたちが元気に健やかに育ち合える拠点施
設として、親子が出会いを通じて交流し合える
場、子ども同士が育ち合える場、市民の子育て
参加の場を提供するとともに、子育てに関する相
談や情報を提供します。
〇広場事業（親子で遊ぼう・子育て井戸端会議・
ぐりとぐらの集い・シングルマザーの集い・イン
ターナショナルの集いなど）
〇相談事業（電話・面接・子育て相談・健康相
談）
〇講座・講演会事業（子育て講演・救急法など）
〇一時保育の連絡調整（家庭での保育が一時的
に困難となった時などに緊急一時的に保育所で
の保育を受けられるよう連絡調整を行う。）
〇かがやき通信等の発行
〇子育てサークル等の育成支援事業
〇子育て支援ボランティア養成事業

・広場事業:開館日数243日、総来館者数29,985人
親子で遊ぼう1,543人/はじめて広場118人/ぐりとぐら
（多胎児）の集い215人/こんにちは広場86人/サタパ
パ(父親の)広場215人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:138人/健康相談59件/歯科相談
97件
・情報提供
かがやき通信発行2,000部(毎月発行）
健康だより発行250部(毎月発行)保健センターと連携
・パソコン利用者：498件/遊び道具の貸し出し件数：
195件
学びの場の提供(談話室）：205件/土曜日開催のミニ
コンサートなどへの参加総数：1,866人
・子育て講演会（わらべうた）：8か月までの親子11組
支援者他39人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子クッキ
ング）：合計104人
・ミニ講座：5回開催53組
・サークル数9団体/地域の広場16か所
公立幼稚園の広場利用者247人/保育所(園）2,004
人

・広場事業:開館日数242日、総来館者数30,800
人
親子で遊ぼう1,900人/はじめて広場160人/ぐり
とぐら（多胎児）の集い150人/こんにちは広場
140人/サタパパ(父親の)広場200人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:170人/健康相談100件/歯
科相談150件
・情報提供
かがやき通信発行2,700部(毎月発行）
健康だより発行310部(毎月発行)健康支援室と
連携
・パソコン利用者：200件/遊び道具の貸し出し件
数：170件
学びの場の提供(談話室）：220件/土曜日開催
のミニコンサートなどへの参加総数：1,000人
・子育て講演会（わらべうた）：8ヶ月までの親子
10組　支援者50人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子
クッキング）：合計85人
・サークル数9団体/地域の広場16ヶ所
公立幼稚園の広場利用者580人/保育所(園）
15ヶ所2,300人

・広場事業:開館日数243日、総来館者数31,283人
親子で遊ぼう１,083人/はじめて広場137人/ぐりとぐら
（多胎児）の集い75人/こんにちは広場240人/サタパパ
(父親の)広場221人/etc
・相談事業
健康相談受診者数:118人/健康相談76件/歯科相談90
件
・情報提供
かがやき通信発行１,000部(毎月発行）※各保育所
(園)・幼稚園については原稿のみで各々で印刷配布
健康だより発行300部(毎月発行)健康支援室と連携
・パソコン利用者：498件/遊び道具の貸し出し件数：388
件
学びの場の提供(談話室）：250件/土曜日開催のミニコ
ンサートなどへの参加総数：1,102人
・子育て講演会（わらべうた）：8か月までの親子12組
支援者他35人
・子育て講座（歯磨き指導・子どもの救急・親子クッキン
グ）：合計10１人
・サークル数10団体/地域の広場16か所
公立幼稚園の広場利用者569人/保育所(園）１,544人

A

・地域の子育て力が低下している中、当センターを拠点と
して各地域との連携の強化が必要です。子どもたちの生活
には、親の存在が切り離せないため、親への具体的な支
援が必要です。
・講座・講演会については毎年好評な内容で実施していま
す。しかし、価値観の多様化に伴い、様々な希望もあり、ミ
ニ講座を開催するなど対応する必要があります。講師料な
どもありできる限りボランティアで講座を引き受けてくれる人
材の発掘が必要です。
・小中高生の来館者のほとんどが、桔梗が丘地域に偏って
います。各地域の様々な取組にも多数の児童の参加が見
られるので、より一層、地域との連携が必要です。また、名
張市内の他の児童館との交流なども検討課題です。
・保護者の価値観が多様化している中で、子育てにとって
基本的に大切なことは何か見極め、講座や講演会を設定
する必要があります。
・地域の広場は主任児童委員やボランティア等と連携をと
りながら積極的に取り組んでいく必要があります。
・サークルについては今年度途中より新しいサークルがで
き会員数も増加しているが、今後も新たなサークルの立ち
上げや充実に努める必要があります。
・地域や保護者のニーズを把握しながら、慣例になってい
る取組だけでなく、高齢者や障がい者との交流など新たな
世代間交流の取組も課題として捉えています。

はぐくみ工房
あららぎ自主
企画事業

農林資源
室

・多面的な機能のある農山村の豊かな環境のな
かで、子ども達の健やかな成長を促すとともに、
遊びや自然体験学習、体験活動の機会を提供し
ます。（親子木工教室・親子草木染教室）

・近隣小学校遠足・見学受入(子ども96人）
・市内施設見学・木工体験(子ども17人）
・陶芸体験（子ども0人）
・木工体験（子ども30人）

・施設体験説明会
4回×20人＝80人
3教室（陶芸・木工・料理）
各1回×10人＝30人
合計　110人

・つつじが丘小学校遠足・見学受入（子ども　103名）
・国津保育所調理実習（子ども　39名）
各1回×10人＝30人合計　142人

B

・地元小学校の廃校が決定するなど、地元小学校（児童）
の利用が減少することが考えられ、子ども向けの事業展開
が難しくなることが考えられます。

市民親子体験
農業さつまい
もづくり

農林資源
室

・就学前親子及び小中学生を対象に、さつまいも
の苗植えから収穫までを体験します。

・10家族の48人参加。(うち子ども29人)
・5月下旬に植え付けし、草取りをした後、9月下旬収
穫し、収穫祭を実施しました。

・25家族80人（うち子ども50人） ・21家族の77人参加。(うち子ども38人)
・5月下旬に植え付けし、8月下旬に草取りをした後、10
月４日に収穫および収穫祭を実施しました。

A

・より効果的に事業目的を達成するべく、事業内容を検討
していきます。
・土に親しむことにより、生きる力を育む取組の充実に努め
ます。

職場体験学習 学校教育
室

・市内5中学校の2年か3年の生徒が、地域の事
業所に3日間出向き、職場体験学習を行います。

・市内５中学校の２年又は３年の生徒が、地域の事業
所に３日間出向き、職場体験学習を行いました。
・職場体験学習実行委員会の開催(年間１回)

・市内5中学校の2年又は3年の生徒が、地域の
事業所に3日間出向き、職場体験学習を行いま
す。

・市内５中学校の２年又は３年の生徒が、地域の事業所
に３日間出向き、職場体験学習を行いました。
・職場体験学習実行委員会の開催(年間１回)

A

・不況の折、ご支援いただける事業所の開拓が難しくなる
可能性があります。また、事業所までの交通手段を含めた
安全指導を今後も強化する必要があります。

②地域で行う体
験活動を支援す
るため、情報の
提供や、事業の
円滑な実施を支
援する。

（２）居場
所を確保
し、体験活
動を充実
します。

①子どもが人間
関係を築き、安
心して心を開い
て話せる居場所
の確保に努め
る。

４

参
加
す
る
権
利

③様々な体験の
中から人と人と
のふれあいを通
して生きる力を身
につける体験活
動を充実する。

            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -16-



(3) 具体的施策進捗状況一覧 ※　網枠表記は複数の行動計画に掲載された事業

平成２５年度
事業実績 事業予定（H26年度目標値） 　事業実績（H27年3月末現在） 進捗状況

今後の課題基本的視点・行動計画 具体的施策 担当
平成２６年度

事業の内容

体育・健康フェ
スタ

市民ス
ポーツ室・
健康支援
室

・体育優良者・いい歯の8020の表彰・記念イベン
ト
・スポーツ体験コーナー
・健康相談・体験コーナー
・健康づくりに関する啓発

・開催日：H25年10月6日（日曜日）
場所：名張市武道交流館いきいき及び蔵持小学校
全体テーマ『はじめるのは今でｓｈｏｗ！！からだもこ
ころも健やかに健康づくり』
延べ参加人数：2,191人（式典参加者200人）
・体育フェスタ（参加者：481人）
・健康フェスタ（参加者：890人）
・『運動とリラクセーションがストレスを癒します』講演
会（参加者：150人）
・ｓｈｏｗ＆ワークショップ（参加者：305人）
・ノルディックウォーク（参加者：32人）等

・5,000人 ・開催日：H26年10月26日（日曜日）
場所：名張市総合体育館及び名張中央公園ほか
全体テーマ『強いハートと健康な体で新しい自分に！』
延べ参加人数：4,080人（式典参加者603人）
・体育フェスタ（参加者：567人）
・健康フェスタ（参加者：1,810人）
・『吉田沙保里選手トークショー』記念講演会（参加者：
1,100人）

B

・健康づくりに関する体験ができる機会として今後も継続・
充実に努めます。
・スポーツに関心のない方が参加できる取組を考えます。
・様々な世代にわたる来場者数の増加

名張ひなち湖
紅葉マラソン

市民ス
ポーツ室

・ウォーキングの部：5.5㎞・ジョギングの部：2㎞ ・
レースの部：2・3・5・10㎞

・開催日：H25年11月17日
・当日は快晴に恵まれ、ひなち湖周辺の紅葉の中
619人（申込者692人）の多数の参加がありました。特
に10㎞には、前年度比27%の増加で233人の参加が
あり、競技志向のランナーの参加が増えたと思われま
す。
・本年度は、「スポーツイベント活性化事業」として、
名張市体育協会の協力へ委託を行いました。

・520人 ・開催日：H26年11月16日
・当日は快晴に恵まれ、ひなち湖周辺の紅葉の中589
人（申込者662人）の参加がありました。
今年度は参加料が値上げになったため、全体的にみる
と申込者は減ったのですが、ジョギング2㎞について
は、前年度比24%の増加で141人の申込があり、健康志
向のランナーの参加が増えたと思われます。
・本年度も、「スポーツイベント活性化事業」として、名張
市体育協会の協力へ委託を行いました。

A

・案内チラシを保育所等にも配付し親子での参加を募りま
す。

おはなしの国
「おはなばた
け」

図書館 ・おはなし会よりも年齢が上の児童を対象に素ば
なし等を行い、読書への動機付けを図ります。
毎月第3日曜日　14:00～14:30

・おはなし会よりも年齢が上の児童を対象に素ばなし
等を行いました。
実施回数：11回
参加人数：110人

・おはなし会よりも年齢が上の児童を対象に素ば
なし等を行います。
実施回数：月1回
参加人数：120人

・おはなし会よりも年齢が上の児童を対象に素ばなし等
を行いました。
実施回数：10回
参加人数：79人

B
・読み聞かせ等を行う人材の確保が必要です。

絵ばなし
（新なばりの昔
話）

図書館 ・『なばりの昔話』を題材にしたおはなし会を実施
し、伝統文化にふれます。
毎月第1日曜日　14:00～14:30

・『なばりの昔話』を題材にしたおはなし会を実施しま
した。
実施回数：11回
参加人数：60人

・『なばりの昔話』を題材にしたおはなし会を実施
します。
実施回数：月1回
参加人数：75人

・『なばりの昔話』を題材にしたおはなし会を実施しまし
た。
実施回数：11回
参加人数：65人

B

・読み聞かせ等を行う人材の確保が必要です。

おはなし会 図書館 ・絵本・紙芝居の読み聞かせを行い、読書への動
機付けを図ります。
毎週土曜日14：00～14：30

・絵本・紙芝居の読み聞かせを行いました。
実施回数：49回
参加人数：598人

・絵本・紙芝居の読み聞かせを行います。実施
回数：週1回、参加人数：520人

・絵本・紙芝居の読み聞かせを行いました。
実施回数：週49回
参加人数：605人 B

・読み聞かせ等を行う人材の確保が必要です。

赤ちゃんのた
めのおはなし
会

図書館 ・0～2歳児を対象に、絵本の読み聞かせ、わらべ
うた、手遊び等を通して図書館に親しみ、ふれあ
いを深めます。
毎月第1木曜日　11:00～11:15

・0～2歳児を対象に、絵本の読み聞かせ、わらべう
た、手遊び等を実施しました。
実施回数：11回
参加人数：113人

・0～2歳児を対象に、絵本の読み聞かせ、わら
べうた、手遊び等を実施します。
実施回数：月1回
参加人数：130人

・0～2歳児を対象に、絵本の読み聞かせ、わらべうた、
手遊び等を実施しました。
実施回数：月11回
参加人数：205人 A

・読み聞かせ等を行う人材の確保が必要です。

青少年ボラン
ティアの養成

文化生涯
学習室

・子どもたちの活動を支援する目的で活動する、
中学生、高校生、大学生を主な構成員とする青
少年ボランテイア（ジュニアリーダークラブ、シニ
アリーダークラブ）を養成します。

・ジュニアリーダー養成講座として、希望者を募集し、
２０人の応募がありました。
・講座は全２回（うち１回は実習を含む。）の予定で実
施、全員が修了しました。
・Ｋｉｄｓサポータークラブ、青少年育成市民会議の共
催による体験活動事業を２回実施。

・養成講座を実施します。
・団体（Ｋｉｄｓサポータークラブ）の育成に努めま
す。

・ジュニアリーダー養成講座として、希望者を募集し、１
４人の応募がありました。
・講座は全２回（うち１回は実習を含む。）実施、全員が
修了しました。
・Ｋｉｄｓサポータークラブ、青少年育成市民会議の共催
による体験活動事業を２回実施。

A

・ボランティア活動に興味を持つ子ども達に、活動するため
の基礎知識の習得と活動場所を確保する事が必要になり
ます。
・高校卒業後に活動できなくなるメンバーが多いため、別
途ボランティアを確保するしくみづくりが必要です。

放課後子ども
教室

文化生涯
学習室

・週末（土曜日、日曜日）や平日の放課後に、子
どもたちが安全に安心して活動できる居場所を
作ります。
・異年齢の交流や、地域の方々とのふれあいを
通して、子ども達の健全育成を図ります。

・名張小校区・梅が丘小学校区・すずらん台小学校
区・百合が丘小学校区の４地区で教室を開催してい
ます。
・子ども達の居場所づくりとして、体験活動を中心とし
た教室を展開しています。
・桔梗が丘地区・錦生地区の２地区で26年度からの
開設を目指します。

・新規の教室を開設できるよう事業を展開しま
す。

・名張小校区・梅が丘小学校区・すずらん台小学校区・
百合が丘小学校区・錦生地区・桔梗が丘地区の６地区
で８教室を開催しています。
・子ども達の居場所づくりとして、体験活動を中心とした
教室を展開しています。 A

・国の補助金の動向が不透明であり、増設が困難となって
います。
・地域との調整を図る必要があります。

（２）居場
所を確保
し、体験活
動を充実
します。

③様々な体験の
中から人と人と
のふれあいを通
して生きる力を身
につける体験活
動を充実する。

４

参
加
す
る
権
利

            ※　進捗状況　A；進んだ、B；ある程度進んだ、C；あまり進まなかった、D；進まなかった、E；未着手（未執行） -17-


